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第１節  防災関係機関に関する資料  

 

 

第１ 防災関係機関の処理すべき業務の大綱 

① 風水害、地震災害、事故災害等の場合 
 

防災関係機関の名称 処理すべき事務または業務の大綱 

米原市 １) 防災会議に関する事務 

２) 防災対策の組織の整備 

３) 市内における公共的な団体および市民の自主防災組織の育成指導 

４) 防災施設の整備 

５) 防災のための知識の普及、教育および訓練 

６) 防災に必要な資機材等の備蓄、整備 

７) 災害に関する情報の収集、伝達および被害調査 

８) 水防、消防その他の応急措置 

９) 被災者の救出、救護等の措置 

10) 避難の指示、勧告および避難者の誘導ならびに避難所の開設 

11) 災害時における保健衛生についての措置 

12) 被災児童、生徒の応急教育 

13) 災害復旧の実施 

14) 災害ボランティア活動の支援 

15) 災害時における相互応援協定締結市町への応援要請 

16) 義援金品の受領、配分 

一

部

事

務

組

合 

湖北地域消防本

部 

１) 防災対策の組織の整備 

２) 市内における公共的な団体および市民の自主防災組織の育成指導 

３) 防災のための知識の普及、教育および訓練 

４) 火災予防措置 

５) 火災対策および消防力の強化 

６) 危険物等の規制および安全確保 

７) 救助、救急措置 

長浜水道企業団 １) 給水区域における上水道施設の整備および防災管理 

２) 災害時における給水および飲料水の確保 

３) 被災施設の調査および復旧 

湖北広域行政事

務センター 

１) 広域衛生関係施設の整備および防災管理 

２) 災害時におけるごみ焼却処理施設、火葬場およびし尿処理場の確保 

３) 被災施設の調査および復旧 

滋

賀

県

の

機

関 

滋賀県 １) 防災会議に関する業務 

２) 防災対策の組織の整備 

３) 県内市町および指定地方行政機関の防災事務または業務の実施につ

いての総合調整 

４) 防災施設の整備 

５) 防災のための知識の普及、教育および訓練 

６) 防災に必要な資機材の備蓄および整備 

７) 災害に関する情報の収集、伝達および被害調査 

８) 水防その他の応急措置 

９) 被災者の救出、救護等の措置 
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防災関係機関の名称 処理すべき事務または業務の大綱 

10) 避難の指示および避難所開設の指示 

11) 災害時における交通規制および輸送の確保 

12) 災害時における保健衛生についての措置 

13) 被災児童、生徒等の応急教育 

14) 災害復旧の実施 

15) 自衛隊の災害派遣要請 

16) 災害ボランティア活動の支援 

17) 水防に関する予警報の連絡 

滋賀県警察本部 １) 施設、設備等の整備 

２) 連絡、輸送手段の確保等 

３) 教養・訓練および事前準備 

４) 業務継続計画の策定 

５) 情報通信・情報収集手段の整備 

６) 関係機関との協力 

７) 交通の確保に必要な対策 

８) 避難誘導に係る対策 

９) 県民等への情報伝達・防災訓練 

10) 関係機関、ボランティア団体等との相互連携 

11) 危険箇所、孤立化集落、重要施設の把握等 

12) 災害警備活動に関する調査および研究 

13) 警備体制の確立 

14) 情報の収集・報告 

15) 救出救助活動等 

16) 交通規制の実施 

17) 避難誘導灯の措置 

18) 行方不明者に係る情報の共有 

19) 遺体の検視 

20) 二次被害の防止 

21) 社会秩序の維持 

22) 報道の対策 

23) 活動の記録 

24) 警察情報システムに関する措置 

25) 自発的支援の受入れ 

26) 警察施設の復旧および職員の健康管理 

27) 暴力団排除活動の徹底 

28) 警衛・警護の実施 

29) 職員の参集・派遣等 

30) 隣接府県等との連携 

指

定

地

方

行

政

機

関 

近畿管区警察局 １) 管区内各府県警察の指導、調整 

２) 他管区警察局との連携 

３) 関係機関との協力 

４) 情報の収集および連絡 

５) 警察通信の運用 

６) 警察災害派遣隊の運用 

近畿財務局 １) 公共土木等被災施設の査定の立会い 

２) 地方公共団体に対する災害融資 

３) 災害時における金融機関等に対する金融上の措置の要請 
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防災関係機関の名称 処理すべき事務または業務の大綱 

４) 国有財産の無償貸付等 

近畿厚生局 １) 救援等に係る情報の収集および提供 

近畿農政局 １) 農地および農業用施設等に関する災害復旧事業および災害防止事業

の指導ならびに助成 

２) 農業関係被害情報の収集報告 

３) 農作物、家畜等の防災管理指導および病害虫の防除指導 

４) 被害農林漁業者等に対する災害融資のあっせん、指導 

５) 排水、かんがい用土地改良機械の緊急貸付け 

６) 野菜、乳製品等の食料品、飼料、種もみ等の供給対策 

７) 災害時における主要食料の需給調整 

近畿中国森林管

理局 

１) 国有林野の治山治水事業の実施、施設の整備 

２) 国有保安林、保安施設等の保全 

３) 森林火災対策 

４) 災害応急対策用材（国有材木）の供給 

５) 国有林野における災害復旧 

近畿経済産業局 

 

１) 電力・ガスの供給の確保および復旧支援 

２) 災害対策用物資の調達に関する情報の収集および伝達 

３) 災害時における所管事業に関する情報の収集および伝達 

４) 被災中小企業等の事業再開に関する相談、支援 

中部近畿産業保

安監督部 

１) 電気工作物（原子力発電用を除く。）の保安の確保 

２) ガスおよび火薬類施設等の保安の確保 

３) 鉱山における危害の防止、施設の保全および鉱害防止についての保

安の確保 

近畿運輸局 １) 所管する交通施設および設備の整備についての指導 

２) 災害時における所管事業に関する情報の収集および伝達 

３) 災害時における旅客輸送確保に係る代替輸送、迂回輸送等実施のた

めの調整 

４) 災害時における貨物輸送確保に係る貨物運送事業者に対する協力要

請 

５) 特に必要があると認める場合の輸送命令 

６) 災害時における交通機関利用者への情報の提供 

大阪航空局 １) 災害時における航空機による輸送に関し、安全確保のための必要な

措置 

大阪管区気象台 １）気象、地象、地動および水象の観測ならびにその成果の収集および

発表の実施 

２）気象、地象（地震にあっては、発生した断層運動による地震動に限

る。）および水象の予報ならびに警報等の防災気象情報の発表、伝達

および解説の実施 

３）気象業務に必要な、観測、予報および通信施設の整備 

４）地方公共団体が行う防災対策に関する技術的な支援・助言の実施 

５）防災気象情報の理解促進、防災知識の普及啓発 

近畿総合通信局 １) 電波の監理および有線電気通信の監理 

２) 非常通信訓練の計画およびその実施指導 

３) 非常通信協議会の育成・指導 

４) 防災および災害対策に係る無線局の開設・整備の指導 

５) 災害時における重要通信の確保 

６) 災害対策用移動通信機器等の貸出し 
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防災関係機関の名称 処理すべき事務または業務の大綱 

７) 情報伝達手段の多様化・多重化の促進 

滋賀労働局 １) 工場、事業所（鉱山関係は除く。）における災害防止のための指導監

督 

２) 被災労働者の地位保全・災害補償等に関する行政指導 

３) 助成金制度の活用等による雇用の維持・失業の予防および再就職の

促進 

近畿地方整備局 １) 直轄公共土木施設の整備と防災管理 

２) 応急復旧資機材の整備および備蓄 

３) 直轄公共土木施設の応急点検体制の整備 

４) 直轄河川の洪水予警報および水防警報の発表および伝達 

５) 災害時の道路通行禁止と制限および道路交通の確保 

６) 直轄公共土木施設の二次災害の防止 

７) 直轄公共土木施設の復旧 

８) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律

に基づく緊急調査 

９) 公共土木被災施設災害の査定 

近畿地方環境事

務所 

１) 災害廃棄物等の処理対策 

自

衛

隊 

陸上自衛隊 １) 災害派遣計画の作成 

２) 市、県その他防災関係機関が実施する災害応急対策の支援協力 

指

定

公

共

機

関 

西日本旅客鉄道

株式会社・東海

旅客鉄道株式会

社 

１) 鉄道施設の整備と防災管理 

２) 災害時における鉄道車両等による救援物資、避難者等の緊急輸送の

協力 

３) 災害時における市の鉄道通信施設の利用に関する協力 

４) 被災鉄道施設の復旧 

西日本電信電話

株式会社、ＫＤ

ＤＩ株式会社、

株式会社ＮＴＴ

ドコモ、エヌ・

ティ・ティ・コ

ミュニケーショ

ンズ株式会社、

ソフトバンク株

式会社 

１) 電気通信施設の整備と防災管理 

２) 災害非常通信の確保および気象予警報の伝達 

３) 被災施設の復旧 

 

日本銀行 １) 災害時における現地金融機関に対する緊急措置 

日本赤十字社 １) 医療教護 

２) 救援物資の備蓄および配分 

３) 災害時の血液製剤の供給 

４) 義援金の受付および配分 

５) その他災害救護に必要な業務 

日本放送協会 １) 放送施設の保全 

２) 市民に対する防災知識の普及 

３) 気象予警報、被害状況等の報道 

４) 避難所への受信機の貸与 

５) 被災放送施設の復旧 
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防災関係機関の名称 処理すべき事務または業務の大綱 

６) 社会事業団等による義援金品等の募集配分 

西日本高速道路

株式会社・中日

本高速道路株式

会社 

１) 名神高速道路、北陸自動車道等の整備と防災管理 

２) 災害時における名神高速道路および北陸自動車道の輸送路の確保 

３) 被災道路施設の復旧 

独立行政法人水

資源機構 

１) 琵琶湖開発施設の操作と防災管理 

２) 被災施設の復旧 

日本通運株式会

社 

１) 災害時における貨物自動車による救援物資、避難者等の緊急輸送の

協力 

関西電力株式会

社、関西電力送

配電株式会社 

１) 電力施設の整備と防災管理 

２) 災害時における電力供給の確保 

３) 被災電力施設の復旧 

大阪ガス株式会

社 

１) ガス施設の整備と防災管理 

２) 災害時におけるガス供給の確保 

３) 被災施設の復旧 

日本郵便株式会

社 

１) 郵便物の送達の確保 

２) 被災者に対する郵便葉書等の無償交付、被災者が差し出す郵便物の

料金免除、被災地あて救助用郵便物の料金免除 

３) 郵便局の窓口業務の維持 

指

定

地

方

公

共

機

関 

近江鉄道株式会

社 

１) 鉄道施設の整備と防災管理 

２) 災害時における鉄道車両、自動車等による救援物資および避難者等

の緊急輸送の協力 

３) 被災鉄道施設の復旧 

一般社団法人滋

賀県バス協会・

一般社団法人滋

賀県トラック協

会・琵琶湖汽船

株式会社 

１) 災害時における自動車、船舶等による救援物資および避難者等の緊

急輸送の協力 

 

滋賀県土地改良

事業団体連合会 

１) ため池および農業用施設の整備と防災管理 

２) 農地および農業用施設の被害調査と復旧 

一般社団法人滋

賀県医師会、一

般社団法人湖北

医師会、一般社

団法人湖北歯科

医師会、公益社

団法人滋賀県看

護協会、一般社

団法人滋賀県薬

剤師会 

１) 災害時における医療救護の実施 

２) 災害時における防疫その他保健衛生活動への協力 

３) 災害時における医薬品等の管理 

社会福祉法人滋

賀県社会福祉協

議会 

１) 災害ボランティア活動の支援 

２) 要配慮者の避難支援への協力 

 

びわ湖放送株式

会社、株式会社

京都放送、株式

１) 放送施設の保全 

２) 市民に対する防災知識の普及 

３) 気象予警報、被害状況等の報道 
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防災関係機関の名称 処理すべき事務または業務の大綱 

会社エフエム滋

賀 

４) 被災放送施設の復旧 

５) 社会事業団等による義援金品の募集配分 

一般社団法人滋

賀県ＬＰガス協

会 

１) ガス施設の整備および防災管理 

２) 災害時におけるガス供給の確保 

３) 被災施設の復旧 

一般社団法人滋

賀県建設業協会 

１) 災害時における公共土木建築施設の復旧 

２) 災害時における人命救助および応急仮設住宅の建設・被災住宅の応

急修理 

３) 災害時における土木資機材労力の提供 

公

共

的

団

体

そ

の

他

防

災

上

重

要

な

施

設

の

管

理

者 

米原市社会福祉

協議会 

１) 災害時における社会福祉団体との連絡調整 

２) 義援金品の受領、配分および募金 

３) 災害ボランティアセンターの設置、運営 

 

レーク伊吹農業

協同組合 

１) 共同利用施設の災害応急対策および災害復旧の実施 

２) 市が実施する農林水産関係の被害調査および応急対策に対する協力 

３) 被災農林業者に対する融資、あっせん 

４) 被災農林業者に対する生産資材の確保、あっせん 

５) 救援物資の集積への協力 

米原市商工会 １) 災害時における物価安定についての協力 

２) 災害救助用および復旧用物資の確保についての協力 

高圧ガス危険物

等関係施設の管

理者 

１) 災害時における危険物等の保安措置およびガス等燃料の供給 

新聞社等報道関

係機関 

１) 市民に対する防災知識の普及と予警報等の周知徹底 

２) 市民に対する災害応急対策等の周知徹底 

３) 被害状況等の報道 

４) 社会事業団等による義援金品の募集配分 

株式会社 ＺＴ

Ｖ彦根放送局 

 

１) 放送施設の保全 

２) 市民に対する防災知識の普及 

３) 気象予警報、被害状況等の報道 

４) 被災放送施設の復旧 

５) 社会事業団等による義援金品の募集配分 

滋賀北部森林組

合 

１) 住宅等への倒木の除去 

各土地改良区 １) 関係地域の農業施設（排水等）の管理 

指定管理者 １) 災害時に市が実施する応急対策への協力 

地

域 

自治会（自主防

災組織） 

１) 防災知識の普及および防災訓練への積極的な参加 

２) 災害時における救助、初期消火、避難誘導等の実施 

３) 要配慮者に対する避難支援、安否確認等の実施 

４) 災害時における避難所運営への協力 

５) その他市が実施する応急対策への協力 
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② 原子力災害の場合 
 

防災関係機関の名称 処理すべき事務または業務の大綱 

米原市 １) 原子力防災に関する組織の整備 

２) 原子力防災に関する知識の普及・啓発 

３) 原子力防災に関する教育・訓練 

４) 通信・連絡網の整備 

５) 原子力防災に関する機器および諸設備の整備 

６) 環境条件の把握 

７) 災害状況の把握および伝達 

８) 災害対策本部等に関する事務 

９) 緊急時における国、県等との連絡調整 

10) 県の環境放射線モニタリングの実施に対する協力 

11) 原子力防災に関する広報 

12) 退避および避難に関する計画に関すること 

13) 市民の退避・避難、立入制限、救助等 

14) 緊急時医療措置に関すること 

15) 飲食物等の摂取制限等 

16) 緊急輸送および必要物資の調達 

17) 飲食物および生活必需品の供給 

18) 防災業務関係者の被ばく管理 

19) 災害救助法の要請 

20) 義援金、義援物資の受入れおよび配分 

21) 広域応援の要請および受入れ 

22) 文教対策 

23) 汚染の除去等 

24) 各種制限措置の解除 

25) 損害賠償の請求等に必要な資料の整備 

26) 風評被害等の影響の軽減 

27) 市民相談体制の整備 

28) 被災中小企業、被災農林畜水産業者等に対する支援 

29) 心身の健康相談体制の整備 

30) 県の行う原子力防災対策に対する協力 

一

部

事

務

組

合 

湖北地域消防本部 １) 緊急時における県・市等との連絡調整 

２) 市民の避難誘導、救助・救急等 

３) 救急搬送に関すること 

４) 緊急消防援助隊の受入れに関すること 

滋

賀

県

の

機

関 

滋賀県 １) 滋賀県防災会議に関する事務 

２) 原子力事業者防災業務計画に関する協議および原子力防災要員の現況

等の届出の受理 

３) 原災法に基づく立入検査と報告の徴収 

４) 原子力防災専門官との連携 

５) 原子力防災に関する組織の整備 

６) 原子力防災に関する知識の普及および情報共有 

７) 原子力防災に関する教育・訓練 

８) 通信・連絡網の整備 
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防災関係機関の名称 処理すべき事務または業務の大綱 

９) 原子力防災に関する機器および諸設備の整備 

10) 環境条件の把握 

11) 災害状況の把握および伝達 

12) 滋賀県災害警戒本部および災害対策本部に関する事務 

13) 環境放射線モニタリングの実施および結果の公表 

14) 広報 

15) 住民の退避・避難、立入制限等 

16) 救助・救急および消火に関する資機材の確保および応援要請 

17) 緊急時医療措置に関する事務 

18) 飲食物等の摂取制限等 

19) 緊急輸送および必要物資の調達 

20) 飲食物および生活必需品の供給 

21) 職員の被ばく管理 

22) 自衛隊、国の専門家等の派遣要請および受入れ 

23) 災害救助法の適用 

24) 義援金、義援物資の受入れおよび配分 

25) 広域応援の要請および受入れ 

26) ボランティアの受入れ 

27) 汚染の除去等 

28) 各種制限措置の解除 

29) 損害賠償の請求等に必要な資料の整備 

30) 風評被害等の影響の軽減 

31) 市民相談体制の整備 

32) 被災中小企業、被災農林畜水産業者等に対する支援 

33) 心身の健康相談体制の整備 

34) 物価の監視 

35) 関係周辺市およびその他の市町への原子力防災対策に関する助言およ

び協力 

36) 関係周辺市を除くその他市町への原子力防災対策に関する情報伝達、

応援協力要請 

滋賀県警察本部 １) 組織の整備 

２) 食料等の備蓄および調達体制の確立 

３) 県、市町および関係機関との協力・連絡体制の確立 

４) 非常時に活用できる通信体制の確立 

５) 無線中継所機能の維持等通信機能の整備 

６) 通信機能を維持する要員の確保 

７) 通信機能維持に向けた国への積極要望 

８) 情報管理機能の強化 

９) 情報収集・連絡体制の整備 

10) 住民の退避・避難誘導（県の区域を超える広域避難含む。）および救

助 

11) 緊急交通路の確保等広域交通管理体制の整備 

12) 交通規制等の交通情報の提供体制の整備 

13) 緊急通行車両に係る確認と標章等の交付 

14) 装備資機材の整備 

15) 警察施設の整備および維持管理 

16) 共同訓練の実施 
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防災関係機関の名称 処理すべき事務または業務の大綱 

17) 警察職員に対する教養 

18) 発災時における警備体制の確立 

19) 発災時における情報収集活動 

20) 避難指示等に関する措置 

21) 病院、障がい者福祉施設等に対する支援 

22) 被留置者等の避難誘導 

23) 被災者の捜索および救出 

24) 検視、身元確認、遺族等への遺体引渡し 

25) 警戒区域等における立入制限措置 

26) 警察職員の被ばく管理 

27) 犯罪の予防・検挙 

28) 被災住民等の安全安心の確保 
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第２ 防災関係機関連絡窓口 

① 米原市 
 

機関名 連絡窓口 所在地 電話番号 備考 

米原市 

本庁舎 米原市米原 1016 0749-53-5100  

山東支所 米原市長岡 1206 0749-53-5170  

伊吹市民自治センター 米原市春照 490-1 0749-53-5190  

近江市民自治センター 米原市顔戸 488-3 0749-53-5191  

 

② 一部事務組合等 
 

機 関 名 連 絡 窓 口 所 在 地 電話番号 備考 

湖北地域 

消防本部 

管理課 

長浜市平方町 1135 

0749-62-2194  

総務課 0749-62-4194  

予防課 0749-62-5194  

警防課 0749-62-6194  

通信指令課 0749-62-7194  

米原消防署 米原市長岡 2811-1 0749-55-0108  

米原出張所 米原市朝妻筑摩 2438 0749-52-0119  

伊吹出張所 米原市曲谷 47-1 0749-59-0111  

長浜水道企業団 総務課 長浜市下坂浜町 248-22 0749-62-4101  

湖北広域行政 

事務センター 
総務課 長浜市八幡中山町 200 0749-62-7142  

 

③ 滋賀県 
 

機関名 連絡窓口 所在地  電話番号 備考 

知事公室 

防災危機管理局 

管理・情報係 

大津市京町四丁目 1-1 

077-528-3430  

消防・保安係 077-528-3431  

地震・防災係 077-528-3432  

危機管理・国民保

護係 
077-528-3445  

原子力防災室 077-528-3435  

防災航空係 蒲生郡日野町北脇 214-71 0748-52-6677  

長浜土木事務所 

経理用地課 

防災・経理係 
長浜市平方町 1152-2 0749-65-6636  

姉川ダム管理事務

所 
米原市曲谷 869 0749-59-0061  

東北部県税事務

所 
納税課 長浜市平方町 1152-2 0749-65-6605  

湖北環境事務所 環境保全係 長浜市平方町 1152-2 0749-65-6650  
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機関名 連絡窓口 所在地  電話番号 備考 

北部流域下水道

事務所 

東北部浄化センタ

ー総務係 
彦根市松原町 1550 0749-26-6633  

湖北森林整備事

務所 
治山林道係 長浜市平方町 1152-2 0749-65-6619  

湖北健康福祉事

務所（長浜保健

所） 

総務係 長浜市平方町 1152-2 0749-65-6660  

湖北農業農村振

興事務所 
田園振興課 長浜市平方町 1152-2 0749-65-6620  

滋賀県警察本部 警備第二課 大津市打出浜 1-10 077-522-1231  

米原警察署 警備課 米原市米原 1092 0749-52-0110  

 

④ 指定地方行政機関 
 

機関名 連絡窓口 所在地 電話番号 備考 

近畿財務局 

大津財務事務所 
総務課 大津市京町三丁目 1-1  077-522-3765  

近畿厚生局 総務課 

大阪市中央区大手前四丁目

1-76  

大阪合同庁舎 4号館 

06-6942-2241  

近畿農政局 企画調整室 
京都市上京区西洞院通下長

者町下ル 
075-451-9161  

近畿中国 

森林管理局 
企画調整課 

大阪市北区天満橋一丁目 8-

75 
06-6881-3403  

滋賀森林管理署 総務グループ 大津市瀬田三丁目 43-18 077-544-3871  

近畿経済産業局 総務課 

大阪市中央区大手前一丁目

5-44  

大阪合同庁舎 1号館 

06-6966-6001  

中部近畿産業保

安監督部 

近畿支部 

管理課 

大阪市中央区大手前一丁目

5-44  

大阪合同庁舎 1号館 

06-6966-6061  

大阪航空局大阪

空港事務所 
総務課 豊中市蛍池西町三丁目 371 06-6843-1121  

大阪管区気象台

彦根地方気象台 
防災管理官室 彦根市城町二丁目 5-25 0749-22-6142  

近畿総合通信局 防災対策推進室 

大阪市中央区大手前一丁目

5-44 大阪合同庁舎第 1号

館 

06-6942-8504  

滋賀労働局 総務課 大津市御幸町 6-6 077-522-6647  

近畿地方整備局 防災室 

大阪市中央区大手前一丁目

5-44  

大阪合同庁舎 1号館 

06-6942-1141  
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機関名 連絡窓口 所在地 電話番号 備考 

滋賀国道事務所 

管理第二課 
大津市竜が丘 4-5 077-523-1741  

琵琶湖河川事務所

総務課 
大津市黒津四丁目 5-1 077-546-0844  

近畿運輸局 
総務部安全防災・

危機管理課 

大阪市中央区大手前四丁目

1-76  

大阪合同庁舎 4号館 

06-6949-6412  

近畿運輸局 

滋賀運輸支局 

企画輸送・監査部

門監理担当 
守山市木浜町 2298-5 077-585-7253  

近畿地方環境事

務所 
総務課 

大阪市中央区大手前一丁目

7-31 

大阪マーチャンダイズマー

トビル 8 階 

06-4792-0700  

 

⑤ 自衛隊 
 

機関名 連絡窓口 所在地 電話番号 備考 

自衛隊滋賀地方

協力本部 
広報幹部 大津市京町三丁目 1-1 077-524-6446  

陸上自衛隊 

今津駐屯地 

第３戦車大隊 

第３係 
高島市今津町平郷国有地 0740-22-2581 

内線 235

～237 

陸上自衛隊 

大津駐屯地 

第２教育団本部訓

練課 
大津市際川一丁目 1-1 077-523-0034 

内線 230

～233 

 

⑥ 指定公共機関 
 

機関名 連絡窓口 所在地 電話番号 備考 

西日本旅客鉄道

㈱京都支社 

総務企画課 
京都市南区西九条北ノ内町

5-5 
075-682-8004  

米原駅 米原市米原 475 0749-52-6016  

東海旅客鉄道㈱ 

東海鉄道事業本

部 

管理部総務課 

名古屋市中村区名駅一丁目

1-14 ＪＲセントラルタワー

ズ 

052-564-2396  

西日本電信電話

㈱滋賀支店 
災害対策担当 大津市浜大津一丁目 1-26 077-510-0961  

日本赤十字社 

滋賀県支部 
事業推進課 

大津市京町四丁目 3-38 合

同ビル内 
077-522-6758  

日本放送協会 

大津放送局 
企画総務課 大津市打出浜 3-30 077-522-5101  

西日本高速道路

㈱関西支社 

保全サービス事業

部保全サービス統

括課 

大阪市北区堂島一丁目 6-20 

堂島アバンザ 18･19F 
06-6344-8207  
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機関名 連絡窓口 所在地 電話番号 備考 

滋賀高速道路事務

所 
栗東市小野 758 077-522-2284  

中日本高速道路

㈱ 
名古屋支社 

名古屋市中区錦二丁目 18-

19三井住友銀行名古屋ビル

8F 

052-222-1181  

独立行政法人 

水資源機構 

琵琶湖開発総合管

理所管理課 
大津市堅田二丁目 1-10 077-574-0680  

日本通運㈱大津

支店 
総務課 栗東市六地蔵 1070-1 077-554-9780  

関西電力送配電

㈱ 

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ統括ｸﾞﾙｰ

ﾌﾟ 
大津市におの浜四丁目 1-51 0800-777-3081  

関西電力㈱ 
滋賀支社 大津市におの浜四丁目 1-51 077-532-2626  

彦根配電営業所 彦根市松原町石持 1880-10 0800-777-8062  

大阪ガス㈱（京

滋導管部） 
計画チーム 

京都市下京区中堂寺栗田町

93 
075-315-8942  

 

⑦ 指定地方公共機関等 
 

機関名 連絡窓口 所在地 電話番号 備考 

近江鉄道㈱ 管理部総務課 彦根市東町 15-1 0749-22-3301  

一般社団法人 

滋賀県バス協会 
 守山市木浜町 2298-4 077-585-8333  

一般社団法人 

滋賀県トラック

協会 

 守山市木浜町 2298-4 077-585-8080  

琵琶湖汽船㈱  大津市浜大津五丁目 1-1 077-522-4115  

入江干拓土地改

良区 
 米原市入江 522-3 0749-52-0763  

天の川沿岸土地

改良区 
 米原市飯 12-3 0749-52-0067  

長浜南部土地改

良区 
 長浜市永久寺町 468 0749-62-0167  

姉川沿岸土地改

良区 
 米原市伊吹 596 0749-58-0068  

一般社団法人 

湖北医師会 
 長浜市宮司町 1181-2 0749-65-3600  

びわ湖放送㈱  大津市鶴の里 16-1 077-524-0151  

㈱京都放送滋賀

支社 
 大津市京町四丁目 3-33 077-522-8317  

㈱エフエム滋賀 技術部 
大津市西の庄 19-10リンク

スビル 
077-527-0830  
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機関名 連絡窓口 所在地 電話番号 備考 

一般社団法人 

滋賀県ＬＰガス

協会 

総務部 大津市松本一丁目 2-20 077-523-2892  

公益社団法人 

滋賀県看護協会 
 草津市大路二丁目 11-51 077-564-6468  

一般社団法人 

滋賀県歯科医師

会 

 
大津市京町四丁目 3-28 

滋賀県厚生会館内 
077-523-2787  

一般社団法人 

滋賀県薬剤師会 
 草津市笠山七丁目 4-52 077-565-3535  

郵便事業㈱大津

支店 
 大津市打出浜 1-4 077-524-2001  

社会福祉法人 

滋賀県社会福祉

協議会 

 草津市笠山七丁目 8-138 077-567-3920  

 

⑧ 公共的団体その他防災上重要な施設 
 

機関名 連絡窓口 所在地 電話番号 備考 

社会福祉法人 

米原市社会福祉

協議会 

 米原市三吉 570 0749-54-3105  

米原市商工会  米原市米原 1016 2F 0749-52-0632  

ＪＡレーク伊吹  米原市宇賀野 280-1 0749-52-6520  

滋賀北部森林組

合 
 米原市市場 438 0749-55-8008  

株式会社 ＺＴ

Ｖ彦根放送局 
 彦根市小泉町 106-56 059-236-5111 

本社電

話番号 
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第３ 防災会議委員一覧 

 

  職 機関名 役職 

１ 会 長 米原市 市長 

２ 第１号委員 大阪管区気象台 彦根地方気象台 次長 

３ 第２号委員 長浜土木事務所 所長 

４ 第２号委員 湖北健康福祉事務所 所長 

５ 第３号委員 米原警察署 署長 

６ 第４号委員 米原市 副市長 

７ 第４号委員 米原市 政策推進部長 

８ 第４号委員 米原市 危機管理監 

９ 第５号委員 米原市教育委員会 教育長 

10 第６号委員 湖北地域消防本部 消防長 

11 第６号委員 米原市消防団 団長 

12 第７号委員 湖北医師会 理事 

13 第７号委員 滋賀県 LPガス協会湖北支部 支部長 

14 第７号委員 西日本旅客鉄道㈱米原駅 駅長 

15 第７号委員 東海旅客鉄道㈱米原駅 駅長 

16 第７号委員 西日本電信電話㈱滋賀支店 設備部長 

17 第７号委員 日本赤十字社滋賀県支部 
長浜赤十字病院 

社会課長 

18 第７号委員 中日本高速道路㈱名古屋支社彦根保全・サービスセンター 所長 

19 第７号委員 日本郵便株式会社 山東郵便局 局長 

20 第７号委員 関西電力㈱滋賀支社 支社長代理 

21 第７号委員 近江鉄道株式会社 鉄道部長 

22 第８号委員 滋賀県消防協会 米原支部 支部長 

23 第９号委員 陸上自衛隊第３戦車大隊 第２中隊長 

24 第９号委員 米原市商工会 副会長 

25 第９号委員 米原市社会福祉協議会 協働推進課長 

26 第９号委員 米原市地区赤十字奉仕団 委員長 

27 第９号委員 米原市女性の会 理事 

28 第９号委員 湖北広域行政事務センター 管理者 

29 第９号委員 長浜水道企業団 企業長 

 第４号委員 米原市 任命を受けた職員 
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第４ 自主防災組織一覧 

 

自 治 会 名 自主防災組織名 設立日(施行日) 

伊
吹
地
域 

甲津原 甲津原区自主防災隊 平成 11年 1月 30日 

曲  谷 曲谷防災組織 平成 9年 8月 5日 

甲  賀 甲賀防災班 平成 9年 7月 31日 

吉  槻 吉槻自主防災会 平成 15年 3月 18日 

上板並 上板並地域防災隊 平成 8年 4月 1日 

下板並 下板並区自主防災組織 平成 14年 6月 7日 

大久保 大久保区自主防災隊 平成 10年 12月 10日 

小  泉 小泉区自主防災隊 平成 15年 5月 1日 

伊  吹 伊吹防災本部 平成 9年 10月 1日 

上 野 上野区自主防災組織 平成 8年 10月 23日 

弥 髙 弥高防災隊 平成 10年 7月 1日 

春 照 春照区自主防災隊 平成 8年 9月 20日 

髙 番 区民防災「高番」 平成 9年 9月 1日 

杉 澤 杉澤自警団 平成 9年 9月 1日 

伊吹ヶ丘 伊吹ヶ丘自主防災隊 平成 16年 3月 26日 

南 川 南川自治会自主防災会 平成 30年 4月 1日 

村 木 村木自警団 平成 9年 4月 1日 

大清水 大清水区自主防災隊 平成 11年 2月 1日 

藤 川 藤川区自主防災組織 平成 8年 9月 20日 

寺 林 寺林区自主防災隊 平成 10年 10月 30日 

上平寺 上平寺区自主防災組織 平成 9年 1月 6日 

山
東
地
域 

長久寺 長久寺自治会自主防災会 平成 8年 9月 1日 

柏 原 柏原区自主防災会 平成 8年 9月 2日 

須 川 大字須川区自主防災会 平成 8年 4月 1日 

大野木 大野木防災組織 平成 8年 4月 1日 

清 滝 大字清滝自主防災会 平成 12年 8月 1日 

梓 大字梓区自主防災会 平成 13年 4月 1日 

河 内 大字河内区自主防災会 平成 8年 4月 1日 

志賀谷 大字志賀谷区自主防災会 平成 8年 4月 1日 

北 方 大字北方区自主防災 平成 8年 4月 1日 

菅 江 大字菅江自主防災会 平成 8年 4月 1日 

山 室 山室区自主防災会 平成 8年 9月 1日 

大 鹿 大鹿区自主防災会 平成 8年 9月 1日 

堂 谷 大字堂谷自治会自主防災会 平成 10年 4月 1日 

本 郷 大字本郷自主防災会 平成 9年 4月 1日 

長 岡 大字長岡自主防災会 平成 9年 4月 1日 

万願寺 万願寺区自主防災会 平成 8年 2月 11日 

西 山 大字西山自主防災会 平成 8年 4月 1日 

加勢野 大字加勢野区自主防災会 平成 9年 4月 1日 
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自 治 会 名 自主防災組織名 設立日(施行日) 

市 場 大字市場区自主防災会 平成 8年 10月 5日 

夫 馬 大字夫馬区自主防災 平成 8年 4月 1日 

朝 日 大字朝日区自主防災会 平成 9年 4月 1日 

烏 脇 大字烏脇区自主防災会 平成 13年 4月 1日 

坂 口 大字坂口区自主防災会 平成 8年 9月 1日 

村居田 村居田自主防災会 平成 13年 9月 1日 

井之口 井之口区自主防災会 平成 8年 9月 1日 

野一色 大字野一色区自主防災会 平成 8年 10月 1日 

小 田 小田区自主防災会 平成 9年 4月 1日 

間 田 大字間田区自主防災会 平成 8年 4月 1日 

天 満 大字天満区自主防災会 平成 7年 11月 1日 

本市場 大字本市場区自主防災会 平成 8年 4月 15日 

池 下 大字池下区自主防災会 平成 10年 4月 1日 

山東桜ヶ丘 桜ヶ丘区自主防災会 平成 10年 4月 1日 

すみれヶ丘 すみれヶ丘自治会自主防災会 平成 8年 10月 27日 

平和台 大字平和台区自主防災会 平成 8年 4月 1日 

グリーンタウン坂口 グリーンタウン坂口自治会自主防災会 平成 13年 7月 5日 

ヴィラ・ルシオール ヴィラ・ルシオール自主防災会 平成 23年 2月 20日 

グリーンヒルズあさひ グリーンヒルズあさひ自主防災会 平成 23年 2月 20日 

米
原
地
域 

梅ヶ原 梅ケ原自主防災組織 平成 20年 4月 1日 

米 原 米原区自主防災組織 平成 20年 4月 1日 

米原西 米原西自主防災会 平成 19年 4月 1日 

下多良 下多良区自主防災組織 平成 21年 4月 1日 

中多良 中多良区自主防災会 平成 20年 4月 1日 

上多良 上多良区自主防災会 平成 20年 7月 20日 

多 良 多良区自主防災組織 平成 20年 4月 1日 

朝 妻 朝妻区自主防災組織 平成 23年 3月 21日 

筑 摩 筑摩区自主防災組織 平成 22年 4月 1日 

磯 磯区自主防災組織 平成 23年 9月 1日 

入 江 入江区自主防災隊 平成 21年 4月 1日 

賀目山 賀目山区自主防災組織 平成 21年 3月 8日 

河 南 河南区自主防災組織 平成 22年 4月 1日 

樋 口 樋口区自治防災会 平成 20年 4月 1日 

南三吉 南三吉区自主防災組織 平成 21年 3月 15日 

三 吉 三吉区防災隊 平成 21年 12月 5日 

西 坂 西坂区自主防災隊 平成 21年 4月 25日 

東番場 東番場区自主防災会 平成 22年 3月 14日 

西番場 西番場区自主防災会 平成 21年 2月 14日 

一 色 一色区自主防災組織 平成 20年 10月 1日 

醒 井 醒井区自主防災組織 平成 22年 4月 1日 

枝 折 枝折区自主防災会 平成 21年 3月 8日 
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自 治 会 名 自主防災組織名 設立日(施行日) 

下丹生 下丹生自主防災会 平成 10年 4月 1日 

上丹生 上丹生区自治会防災対策委員会 平成 18年 7月 8日 

米原ステーションタウン 米原ステーションタウン自主防災会 平成 29年 4月 1日 

近
江
地
域 

多和田 多和田区自主防災委員会 平成 16年 4月 1日 

能登瀬 大字能登瀬区防災会 平成 12年 4月 1日 

日光寺 日光寺防災委員会 平成 17年 4月 1日 

寺 倉 寺倉区自主防災委員会 平成 13年 10月 1日 

新 庄 新庄自主防災組織 平成 17年 1月 30日 

箕 浦 箕浦区防災委員会 平成 12年 6月 17日 

西円寺 大字西円寺防災会 平成 12年 2月 1日 

岩 脇 大字岩脇防災委員会 平成 11年 4月 1日 

近江さくらが丘 近江さくらが丘自主防災組織 平成 21年 4月 1日 

リバティー近江 リバティー近江防災委員会 平成 22年 4月 1日 

舟 崎 舟崎区自主防災会 平成 17年 5月 23日 

高 溝 高溝区自主防災組織 平成 11年 4月 1日 

顔 戸 顔戸区自主防災組織 平成 17年 3月 20日 

長 沢 長沢自主防災委員会 平成 13年 8月 20日 

宇賀野 宇賀野区自主防災組織 平成 13年 7月 26日 

飯 大字飯区防災会 平成 10年 4月 1日 

世 継 世継区自主防災組織 平成 13年 8月 19日 

近江ニュータウン重町 近江ニュータウン重町自主防災組織 平成 19年 3月 4日 

近江グリーンタウン 近江グリーンタウン自主防災会 平成 30年 4月 1日 

サンライズ近江 サンライズ近江防災会 平成 12年 4月 1日 

近江母の郷ニュータウン 近江母の郷ニュータウン自主防災組織 平成 21年 4月 1日 

レイクサイド宇賀野 レイクサイド宇賀野自主防災組織 平成 21年 4月 1日 

高溝東 高溝東自治会自主防災組織 平成 30年 4月 1日 

リーディング坂田   

令和 3年 4月 1日現在 
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第２節  地形分類図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

その他参照 

国土調査（土地分

類調査・水調査）

「土地分類基本調

査（地形分類図）」 
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第３節  災害ハザード情報  

第 1 市域に係る洪水浸水想定区域 

 

河川名 種類 指定年月日 降雨規模 
前提となる降雨 

または水位 

琵琶湖 洪水予報河川 平成 31年

3月 19日 

想定最大 琵琶湖流域の 120 時間総雨量 555mm（琵

琶湖ピーク水位 B.S.L.+2.6ｍ） 

計画 琵琶湖高水位 B.S.L.+1.4ｍ 

天野川 水位周知河川 平成 31年

3月 29日 

想定最大 天野川流域の 24 時間総雨量 856mm 

計画 天野川流域の 24 時間総雨量 290mm 

姉川・高

時川 

水位周知河川 

（市内） 

令和元年

10月 1日 

想定最大 姉川・高時川流域の 36時間総雨量

725mm 

計画 姉川・高時川流域の 36時間総雨量

320mm 

芹川 水位周知河川 平成 31年

3月 29日 

想定最大 芹川流域の 12時間総雨量 698mm 

 
 
 
 
 
 
 

その他参照 

滋賀県防災情報マ

ップ 

水害リスクマップ 

 

 

米原市防災ハザー

ドマップ 

 

 滋賀県内の洪水浸

水想定区域図 

 

 

 

第２ 地先の安全度マップ 

 

マップの種類 内容 

最大浸水深図 大雨が降った場合に想定される浸水深を表した図 

（10年に 1度の降雨、100年に 1度の降雨、200年に 1度の降雨の

3ケース） 

最大流体力図 200年に 1度の降雨の場合に想定される水の流れの強さを表した

図 

床上浸水発生確率図 

家屋水没発生確率図 

家屋流失発生確率図 

家屋が存在した場合に生じる被害の起こりやすさを表した図 

 
 
 
 
 
 
 

その他参照 

滋賀県地先の安全

度マップ 

 

 

米原市防災ハザー

ドマップ 
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洪水浸水想定区域図（最大重ね合わせ） 
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第３ 土砂災害警戒区域等 

 

土砂災害警戒区域、特別警戒区域の指定区域数 

土石流 急傾斜地の崩壊 地すべり 合計 

警
戒
区
域 

う
ち
特
別
警
戒
区
域 

警
戒
区
域 

う
ち
特
別
警
戒
区
域 

警
戒
区
域 

う
ち
特
別
警
戒
区
域 

警
戒
区
域 

う
ち
特
別
警
戒
区
域 

160 79 280 245 1 0 441 324 

土砂災害危険箇所 

土石流危険箇所 
急傾斜地崩 

壊危険箇所 
地すべり危険箇所 合計 

93 97 0 190 

令和 2年 12月 18日現在 

 

その他参照 

滋賀県防災情報マ

ップ 

水害・土砂災害リ

スクマップ 

 米原市防災ハザー

ドマップ 

 米原市の土砂災害

警戒区域および土

砂災害特別警戒区

域（土石流） 

 

 米原市の土砂災害
警戒区域および土
砂災害特別警戒区
域（急傾斜地の崩
壊） 

 米原市の土砂災害

警戒区域および土

砂災害特別警戒区

域（地すべり） 

  

 

 

 

 

 

第４ 山地災害危険地区 

 

山地災害危険地区 

山腹崩壊危険地区 
崩壊土砂 

流出危険地区 
地すべり危険地区 合計 

74 48 0 190 

令和 3年 4月 1日現在 

 

 

 

 

 

その他参照 

滋賀県防災情報マ

ップ 

山地災害危険地区

マップ 
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土砂災害警戒区域図 
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第５ 滋賀県地震被害想定調査結果（米原市域） 

 

想定地震 
柳ヶ瀬関ヶ原断層帯 鈴鹿西縁断層帯 南海トラフ地震 

case1 case2 case1 case2 基本 最大 

建物 

被害 

全壊棟数（棟） 1,166 1,083 1,013 1,099 92 493 

半壊棟数（棟） 3,433 3,444 2,514 2,837 760 2,278 

人的 

被害 

死者 

（人） 

夏 正午 43 37 44 41 － － 

冬 夕方 55 54 63 53 － － 

冬 深夜 68 58 65 65 － － 

負傷者 

（人） 

夏 正午 473 453 370 424 92 493 

冬 夕方 615 605 475 538 92 493 

冬 深夜 748 745 580 668 92 493 

避難者

（人） 

１日 

後 

避難所 2,547 2,624 2,139 2,022 268 1,019 

全避難 4,246 4,373 3,565 3,370 446 1,699 

３日 

後 

避難所 3,520 3,574 2,940 2,940 412 2,864 

全避難 6,400 6,498 5,346 5,345 748 5,208 

１週 

間後 

避難所 4,232 4,268 3,558 3,587 423 3,011 

全避難 8,465 8,536 7,116 7,174 847 6,022 

火災 

被害 

全焼 

棟数 

夏 正午 5 － － － － － 

冬 夕方 254 － 127 － － － 

冬 深夜 － － － － － － 

ライフ 

ライン 

上水道被害（地震直後） 

(断水人口) 
24,494 24,487 24,494 19,997 21,573 19,332 

電力被害（地震直後） 

(停電口数) 
25,395 25,299 25,395 20,854 22,055 25,597 

 
※上記のほか、花折断層帯、木津川断層帯、琵琶湖西岸断層帯地震を算出 

 

 

その他参照 

滋賀県防災情報マ

ップ 

地震リスクマップ 

 

 

滋賀県地震被害想

定について 
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柳ヶ瀬・関ヶ原断層帯（case1）        南海トラフ地震（最大） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鈴鹿西縁断層帯地震（case2） 

震度分布図 
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第４節  原子力防災の基本に関する資料  

第 1 原子力事業所の立地状況 
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第２ 本市に関連する原子力事業所設置概要 

 

事業所名 事業者名 所在地 
設置 

番号 
炉型 

電気 

出力 

本格運転 

開始年月日 

敦賀発電所 
日本原子力発電

株式会社 

敦賀市

明神町

１ 

１号

炉 

沸騰水型軽水炉 

（BWR） 

35.7万

ｋＷ 

S45.3.14 

H27.4.27運転終了 

２号

炉 

加圧水型軽水炉

（PWR） 

116.0

万ｋＷ 
S62.2.17 

新型転換炉

原型炉ふげ

ん 

国立研究開発法

人日本原子力研

究開発機構 

敦賀市

明神町

３ 

－ 
新型転換炉 

（ATR） 

16.5万

ｋＷ 

S54.3.20 

H15.3.29運転終了 

高速増殖原

型炉もんじ

ゅ 

国立研究開発法

人日本原子力研

究開発機構 

敦賀市

白木２ 
－ 

高速増殖炉 

（FBR） 

28.0万

ｋＷ 

H30.3.28廃止措置

計画認可 

美浜発電所 
関西電力株式会

社 

三方郡

美浜町

丹生 66

号 

１号

炉 

加圧水型軽水炉 

（PWR） 

34.0万

ｋＷ 

S45.11.28 

H27.4.27運転終了 

２号

炉 

加圧水型軽水炉 

（PWR） 

50.0万

ｋＷ 

S47.7.25 

H27.4.27運転終了 

３号

炉 

加圧水型軽水炉 

（PWR） 

82.6万

ｋＷ 
S51.12.1 

大飯発電所 
関西電力株式会

社 

大飯郡

おおい

町大島

1 

１号

炉 

加圧水型軽水炉 

（PWR） 

117.5

万ｋＷ 

S54.3.27 

H30.3.1運転終了 

２号

炉 

加圧水型軽水炉 

（PWR） 

117.5

万ｋＷ 

S54.12.5 

H30.3.1運転終了 

３号

炉 

加圧水型軽水炉 

（PWR） 

118万

ｋＷ 
H3.12．18 

４号

炉 

加圧水型軽水炉 

（PWR） 

118万

ｋＷ 
H5.2.2 

高浜発電所 
関西電力株式会

社 

大飯郡

高浜町

田ノ浦

1 

１号

炉 

加圧水型軽水炉 

（PWR） 

82.6万

ｋＷ 
S49.11.14 

２号

炉 

加圧水型軽水炉 

（PWR） 

82.6万

ｋＷ 
S50.11.14 

３号

炉 

加圧水型軽水炉 

（PWR） 

87.0万

ｋＷ 
S60.1.17 

４号

炉 

加圧水型軽水炉 

（PWR） 

87.0万

ｋＷ 
S60.6.5 

ＢＷＲ：沸騰水型軽水炉、ＰＷＲ：加圧水型軽水炉、ＡＴＲ：新型転換炉、ＦＢＲ：高速増殖炉 

  



 

28 
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第１節  防災拠点の整備に関する資料  

 

第１ 防災階層のイメージ防災空間の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 主な防災拠点施設 

 

防災拠点 施設等の名称 所在地 電話番号 

情報通信 
米原市役所本庁舎 米原 1016 0749-53-5100 

米原市役所山東支所 長岡 1206 0749-53-5170 

食料供給 
米原市立東部給食センター 長岡 2333−3 0749-53-5196 

米原市立西部給食センター 入江 300 0749-52-5820 

ボランティア 
米原市米原地域福祉センター ゆ

めホール 

三吉 570 0749-54-3100 

緊急時ヘリポート

／救援活動 

グランスノー奥伊吹駐車場 甲津原奥伊吹 0749-59-0322 

グリーンパーク山東 池下 80−1 0749-55-3751 

米原消防署グラウンド 長岡 2811-1 0749-55-0108 

米原市立双葉中学校グラウンド 顔戸 233 0749-52-0059 

蓮原農村公園 朝妻筑摩 － 

 

    

支援 
要請 

支援 
要請 

支援 
要請 

支援 
要請 

支援 
要請 

支援 
要請 

支援 
要請 

支援 
要請 

支援 
要請 

支援 
要請 

支援 
要請 

支援 
要請 

支援 
要請 

支援 
要請 

支援 
要請 

市全域 

防災ブロック
（旧町単位） 

 

防災地区 
（小学校区） 

自治会 

市（災害対策本部） 

○○ブロック □□ブロック △△ブロック 

○○

地区 

□□

地区 

△△

地区 

◎◎

地区 

■■

地区 

▽▽

地区 

市内各自治会 

支援 

支援 支援 支援 

支援 支援 支援 

支援 

支援 支援 支援 

支援 支援 支援 

支援 
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第３ 備蓄倉庫 

 

分類 備蓄倉庫 所在地 備蓄品の主な種類 

集中備蓄倉庫 防災備蓄倉庫（旧息郷小） 三吉 559 避難所等施設運営用資材 

集中備蓄倉庫 防災備蓄倉庫（西坂） 三吉 687-1 食料品、救助用資材、避難

所等施設運営用資材、新型

コロナ感染症対策用品 

集中備蓄倉庫 （旧）米原市コンポストセンター 藤川 153 食料品、避難所等施設運営

用資材 

分散型備蓄倉庫 米原市山東Ｂ＆Ｇ海洋センター 柏原 2293-1 食料品、救助用資材、避難

所等施設運営用資材 

分散型備蓄倉庫 米原市山東学びあいステーショ

ン 

 

長岡 3127 食料品、救助用資材、避難

所等施設運営用資材 

分散型備蓄倉庫 山東児童クラブ 

 

志賀谷 1907 食料品、救助用資材、避難

所等施設運営用資材 

分散型備蓄倉庫 米原市立大原小学校 市場 424 食料品、救助用資材、避難

所等施設運営用資材 

分散型備蓄倉庫 米原市立伊吹小学校 上野 991 食料品、救助用資材、避難

所等施設運営用資材 

分散型備蓄倉庫 米原市立息長小学校 能登瀬 1339 食料品、救助用資材、避難

所等施設運営用資材 

分散型備蓄倉庫 米原市立坂田小学校 宇賀野 508 食料品、救助用資材、避難

所等施設運営用資材 

分散型備蓄倉庫 米原市立米原中学校 入江 313 食料品、避難所等施設運営

用資材 

特別配慮 米原市甲津原交流センター 甲津原 1753 食料品、避難所等施設運営

用資材 

特別配慮 曲谷ライスセンター前 曲谷 111 食料品、避難所等施設運営

用資材 

特別配慮 （旧）米原市立東草野小中学校 吉槻 656 食料品、避難所等施設運営

用資材 

特別配慮 （旧）米原市立いぶき幼稚園北分

園 

大久保 885 

 

避難所等施設運営用資材 

特別配慮 河内会館前公園 梓河内 423 食料品、避難所等施設運営

用資材 

特別配慮 いぼとり地蔵付近 下丹生 食料品、避難所等施設運営

用資材 

食料品：ビスコ、アルファ化米、水等 
救助用資材：担架、災害救助用工具セット、チェンソー、バール等 
避難所等施設運営用資材：毛布、アルミマット、発電機、投光機等 
新型コロナ感染症対策用品：マスク、防護服、ペーパータオル、消毒液等 
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第２節  指定緊急避難場所、指定避難所等  

 

第１ 避難施設の定義 

 
避難の定義 
「避難行動」は「安全確保行動」、「災害から生命、身体を守る危険回避行動」とし、「避難生活」は「自宅を離

れて一定期間安全な場所で生活する行動」と定義する。 

① 避難行動 

ア 立退き避難 

指定緊急避難場所への避難をいう。土砂災害の危険がある場合は原則として立退き避難とする。 

イ 屋内での安全確保 

住宅の２階等の場所で安全を確保する行動をいう。水害の危険がある場合で、浸水深が比較的小さい場合

や避難が夜間に及ぶ場合に屋内安全確保措置を活用する。 

② 避難生活 

ア 指定避難所に避難して行う生活 
避難場所および避難所の定義 

災害時の避難場所および避難所について、以下のとおり定義する。 

① 避難場所 

災害が発生するおそれのある場合または災害が発生した場合（緊急時）に市民の安全を確保する場所を避難

場所と定義する。 

② 避難所 

災害により被災した市民が自宅等で生活できない場合に自宅等が復旧するまでの間生活する場所を避難所と

定義する。 
指定緊急避難場所の種類 

種類 概要 指定施設 管理主体 

広域避難所 

広域避難所は、災害時に身を守るために市民が緊急に立退き避難す

る避難場所。公共施設の中で、指定基準に適合したものについて、

市が指定・管理を行う。 

小中学校や社

会教育施設等

の公共施設 

市 

民間等協力緊急 

避難所 

民間等協力緊急避難所の設置基準に該当し、あらかじめ市と協定を

締結した施設で、市が指定し、民間事業者が管理する。 

市内の民間事

業者等の施設

等 

民間事業者

等 

自治会避難場所 

（山間部） 

山間部で安全区域までの避難経路が寸断される可能性があり、ま

た、地域に指定緊急避難場所に見合う公共施設がない場合は、自治

会避難場所の中から市が指定し、自治会が管理を行う。 

自治会の集会

施設 
自治会 

指定避難所の種類 
種類 概要 指定施設 管理主体 

広域避難所（指

定一般避難所） 

広域避難所は、災害時に立退き避難した市民が生活する施設であ

り、小中学校体育館や社会教育施設等の公共施設で、市が指定・管

理を行う。 

小中学校や社

会教育施設等

の公共施設 

市 

指定福祉避難所 
避難行動要支援者が避難生活をするための、特別な配慮がなされた

避難所で、市が指定・管理を行う。 

社会福祉施設

等の公共施設 
市 

 

第２ 指定緊急避難場所 

① 広域避難所 

No 地域 施設名 
対象とする異常な現象の種類 収容 

人数 地震 洪水 土 砂 災 害 

1 伊吹 米原市甲津原交流センター ○ － ○ 146 

2 伊吹 旧米原市立東草野小中学校 ○ － ○ 1,120 

3 伊吹 
米原市農業集落多目的集会施設（ふれあいの里リバーホ

ール板並） 
○ － － 116 

4 伊吹 旧いぶき幼稚園北分園 － － ○ 232 

5 伊吹 米原市立伊吹小学校 ○ ○ ○ 1,090 
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No 地域 施設名 
対象とする異常な現象の種類 収容 

人数 地震 洪水 土 砂 災 害 

6 伊吹 米原市立伊吹山中学校 ○ ○ ○ 2,948 

7 伊吹 米原市立いぶき認定こども園 ○ ○ ○ 400 

8 伊吹 米原市立春照小学校 ○ ○ － 2,286 

9 伊吹 米原市伊吹薬草の里文化センター ○ ○ ○ 1,860 

10 山東 米原市山東 B&G海洋センター ○ ○ ○ 1､244 

11 山東 米原市立柏原小学校 ○ ○ ○ 2,656 

12 山東 米原市立柏原中学校 ○ ○ ○ 2,270 

13 山東 山東児童クラブ ○ ○ ○ 292 

14 山東 米原市立山東小学校 ○ ○ ○ 1､884 

15 山東 米原市民交流プラザ（ルッチプラザ） ○ ○ ○ 3,798 

16 山東 旧米原市立山東東小学校体育館 ○ － － 630 

17 山東 米原市民体育館・米原市山東学びあいステーション ○ ○ － 1､332 

18 山東 米原市立大東中学校 ○ ○ ○ 3,926 

19 山東 滋賀県立伊吹高等学校 ○ ○ ○ 3,688 

20 山東 米原市立大原小学校 ○ ○ ○ 3,004 

21 山東 米原市立山東幼稚園 ○ ○ ○ 546 

22 米原 米原市立米原小学校 ○ ○ － 3,150 

23 米原 米原市立米原中学校 ○ ○ － 3,420 

24 米原 米原市米原学びあいステーション ○ ○ ○ 1,042 

25 米原 米原市立まいばら認定こども園 ○ ○ ○ 1,018 

26 米原 米原市立河南中学校 ○ ○ － 3,070 

27 米原 米原市息郷体育館・米原市立かなん認定こども園 ○ ○ ○ 1,996 

28 米原 米原市立河南小学校 ○ ○ ○ 2,378 

29 近江 米原市立息長小学校 ○ － ○ 1,944 

30 近江 滋賀県立高等技術専門校米原校舎 ○ ○ ○ 1,682 

31 近江 米原市立近江図書館・米原市近江はにわ館 － ○ ○ 922 

32 近江 米原市立双葉中学校・米原市双葉総合体育館 ○ ○ 〇 3,188 

33 近江 米原市立おうみ認定こども園 〇 〇 〇 2,370 

34 近江 米原市近江学びあいステーション ○ ○ ○ 1,594 

35 近江 米原市立坂田小学校 ○ ○ － 2,146 

＊ ○：各災害時に使用する指定緊急避難場所 

② 民間等協力緊急避難所 

No 地域 施設名 
対象とする異常な現象の種類 

備考 
地震 洪水 土 砂 災 害 

1 伊吹 
大阪シーリング印刷株式会社  

滋賀生産部第一工場内配送センター 
○ ― ○  

2 山東 近江鉱業株式会社 本社・長岡工場事務所 ○ ○ ○  

3 米原 エクシブ琵琶湖 ○ ○ ―  
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第３ 指定避難所 

① 指定一般避難所 

 

No 地域 施設名 収容人数 

1 伊吹 米原市甲津原交流センター 73 

2 伊吹 旧米原市立東草野小中学校 560 

3 伊吹 米原市農業集落多目的集会施設（ふれあいの里リバーホール板並） 58 

4 伊吹 米原市立伊吹小学校 545 

5 伊吹 米原市立伊吹山中学校 1,474 

6 伊吹 米原市立いぶき認定こども園 200 

7 伊吹 米原市立春照小学校 1,143 

8 伊吹 米原市伊吹薬草の里文化センター 930 

9 山東 米原市山東 B&G 海洋センター 644 

10 山東 米原市立柏原小学校 1,328 

11 山東 米原市立柏原中学校 1,135 

12 山東 山東児童クラブ 146 

13 山東 米原市立山東小学校 942 

14 山東 米原市民交流プラザ（ルッチプラザ） 1,899 

15 山東 旧米原市立山東東小学校体育館 315 

16 山東 米原市民体育館・米原市山東学びあいステーション 666 

17 山東 米原市立大東中学校 1,963 

18 山東 滋賀県立伊吹高等学校 1,844 

19 山東 米原市立大原小学校 1,502 

20 山東 米原市立山東幼稚園 273 

21 米原 米原市立米原小学校 1,575 

22 米原 米原市立米原中学校 1,710 

23 米原 米原市米原学びあいステーション 521 

24 米原 米原市立まいばら認定こども園 509 

25 米原 米原市立河南中学校 1,535 

26 米原 米原市息郷体育館・米原市立かなん認定こども園 998 

27 米原 米原市立河南小学校 1,189 

28 近江 米原市立息長小学校 972 

29 近江 滋賀県立高等技術専門校米原校舎 841 

30 近江 米原市立双葉中学校・米原市双葉総合体育館 1,594 

31 近江 米原市立おうみ認定こども園 1,185 

32 近江 米原市近江学びあいステーション 797 

33 近江 米原市立坂田小学校 1,073 
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 ② 指定福祉避難所 

 

No 地域 施設名 

1 伊吹 米原市伊吹地域福祉センター 愛らんど 

2 伊吹 米原市地域包括ケアセンターいぶき 

3 山東 米原市保健センター 

4 米原 米原市米原地域福祉センター ゆめホール 

5 米原 きらめきデイサービスセンター 

6 近江 米原市近江地域福祉センター やすらぎハウス 

7 近江 米原市地域包括医療福祉センター ふくしあ 

8 全域 滋賀県立長浜養護学校 

 

 

第４ 自治会避難場所 

 

地域 行政区域 施設名 住所 

伊
吹
地
域 

甲津原 米原市甲津原交流センター 甲津原 1753 

曲谷 曲谷集会所 曲谷 111 

甲賀 甲賀集会所 甲賀 606 

吉槻 吉槻生活改善センター 吉槻 785-3 

上板並 上板並集会所 上板並 246-1 

下板並 下板並集会所 下板並 559-1 

大久保 大久保公民館 大久保 944-1 

小泉 小泉集会所 小泉 341-7 

伊吹 伊吹生活改善センター 伊吹 620 

上野 上野会館 上野 1047 

弥高 弥高集会所 弥高 385-5 

春照 春照ふれあいセンター 春照 453-1 

高番 伊吹南麓高番コミュニティセンター千福会館 高番 140 

杉澤 杉澤集会所 杉澤 426 

伊吹ヶ丘 米原市立春照小学校 杉澤 817 

南川 南川公共用地 杉澤 480-49 

村木 村木老人憩いの家 村木 1128 

大清水 大清水会館 大清水 1773 

藤川 藤川集会所 藤川 1384 

寺林 寺林集会所 藤川 401 

上平寺 上平寺集会所 上平寺 194 

山
東
地
域 

長久寺 長久寺集会所 長久寺 114-2 

柏原（東） はびろ会館 柏原 854 

柏原（西） 柏原生涯学習センター 柏原 2221 

須川 須川集会所 須川 221 

大野木 大野木公民館 大野木 952 

清滝 清滝農業者集会所(清滝集会所) 清滝 1252-1 

梓 梓会館 梓河内 824 

河内 河内会館 梓河内 419-12 
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地域 行政区域 施設名 住所 

山
東
地
域 

志賀谷 志賀谷会館 志賀谷 1474-4 

北方 北方公民館 北方 1291 

菅江 菅江会館 菅江 820 

山室 山室会館 山室 772-1 

大鹿 大鹿集会所 大鹿 1670 

堂谷 堂谷公民館 堂谷 1275 

本郷 本郷公民館 本郷 323-1 

長岡 長岡集会所 長岡 1574 

万願寺 万願寺集会所 万願寺 84-3 

西山 西山会館 西山 267 

加勢野 加勢野集会所 加勢野 697-2 

市場 市場会議所 市場 359-1 

夫馬 夫馬会館 夫馬 953 

朝日 朝日会議所 朝日 634 

烏脇 烏脇集会所 烏脇 15-2 

坂口 坂口会館 村居田 1222-6 

村居田 龍が鼻会館 村居田 1686-1 

井之口 井之口会館 井之口 659-1 

野一色 野一色会館 野一色 467-2 

小田 小田会館 小田 307-3 

間田 間田集会所 間田 193 

天満 天満集会所 天満 812 

本市場 本市場会館 本市場 134 

池下 池下公民館 池下 428-2 

山東桜ヶ丘 桜ヶ丘自治会館 坂口 90-61 

すみれヶ丘 すみれヶ丘自治会館 野一色 413-6 

平和台 平和台自治会館 村居田 1411-11 

グリーンタウン坂口 グリーンタウン坂口自治会館 坂口 145-20 

ヴィラ・ルシオール ヴィラ・ルシオール内公園 - 

グリーンヒルズあさひ グリーンヒルズあさひ自治会館 朝日 1611-61 

米
原
地
域 

梅ヶ原 梅ヶ原公民館 梅ケ原 794 

米原 ゆたに公民館 米原 678 

米原西 米原西区公民館 下多良 58-9 

下多良 下多良公民館 下多良 769-2 

中多良 中多良集会所 中多良 369 

上多良 上多良区公民館 上多良 278 

多良 多良公民館 朝妻筑摩 34-6 

朝妻 朝妻集会所 朝妻筑摩 1413-1 

筑摩 筑摩蓮沼会館 朝妻筑摩 2481-2 

磯 磯公民館 磯 2076 

入江 
入江公民館 入江 1449 

入江東会議所 入江 1584 

賀目山 賀目山公民館 入江 259-11 

河南 河南公民館 河南 445 

樋口 樋口公民館 樋口 447 
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地域 行政区域 施設名 住所 

米
原
地
域 

三吉 
中ノ町集会所 樋口 150-53 

三吉自治会館 三吉 1076 

南三吉 南三吉会議所 三吉 676 

西坂 西坂集会所 西坂 400-1 

東番場 東番場会館 番場 714-1 

西番場 西番場公民館 番場 1918 

醒井 米原市立河南小学校 枝折 77 

一色 
米原市人権総合センター ソーシャル・キャピ

タルプラザ（ＳＣプラザ） 
一色 444 

枝折 米原市立河南小学校 枝折 77 

下丹生 下丹生集会所 下丹生 739-1 

上丹生 上丹生公会堂 上丹生 595 

米原ステーションタウン 米原ステーションタウン自治会館 梅ヶ原 2383 

近
江
地
域 

多和田 多和田会館 多和田 1099 

能登瀬 能登瀬会館 能登瀬 751-2 

日光寺 日光寺公民館 日光寺 880 

寺倉 寺倉会館 寺倉 233 

新庄 新庄公民館 新庄 418-2 

箕浦 箕浦会館 箕浦 206-1 

西円寺 西円寺公民館 西円寺 562 

岩脇 岩脇公民館 岩脇 16 

近江さくらが丘 さくらが丘公民館 岩脇 300-49 

リバティー近江 リバティー近江自治会館 岩脇 391-21 

舟崎 舟崎公民館 舟崎 18-3 

高溝 高溝会館 高溝 77 

顔戸 顔戸会館 顔戸 959 

長沢 長沢公民館 長沢 1049 

宇賀野 宇賀野会館 宇賀野 830-1 

飯 いむら会館 飯 661-2 

世継 世継会館 世継 572-2 

近江ニュータウン重町 重町会館 高溝 192 

近江グリーンタウン グリーンタウン公園 - 

サンライズ近江 サンライズ近江会館 宇賀野 78-1 

近江母の郷ニュータウン 近江母の郷ニュータウン自治会館 宇賀野 21-2 

レイクサイド宇賀野 レイクサイド宇賀野北公園 - 

高溝東 高溝東内公園 - 

リーディング坂田 リーディング坂田自治会館 宇賀野 14-6 

 

 

第５ その他 

 

施設名 所在地 電話 

滋賀県立長浜ドーム 長浜市田村町 1320 0749-64-0808 

※滋賀県立長浜ドームの利用は、「滋賀県立長浜ドーム避難所利用承諾書」に基づいて行う。 
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第３節  災害のおそれのある区域に係る要配慮者利用施設一覧  

 

第１ 社会 

 

施設種別 施設名（事業所名） 所在地 
洪水浸水想定区域 地先の 

安全度 

マップ 

土砂災害

警戒区域 

避難確保

計画義務

化施設 
琵琶湖 姉川 天野川 

介護老人福祉施設特
別養護老人ホーム 

特別養護老人ホーム坂
田青成苑 

野一色 1136            

特別養護老人ホームス
マイル 

寺倉 603-1     0.5m 未満 0.5m 未満   ○ 

地域密着型特別養護
老人ホーム 

地域密着型特別養護老
人ホーム わが家ひだ
まり 

本郷 603-1     
2.0～

3.0m 未満 

0.5～

1.0m 未満 
  ○ 

介護老人保健施設 

介護老人保健施設坂田
メディケアセンター 

野一色 1136            

ケアセンターいぶき介
護老人保健施設 

春照 58-1            

短期入所事業所 

坂田青成苑ショートス
テイ 

野一色 1136            

介護老人保健施設坂田
メディケアセンター 

野一色 1136            

スマイルショートステ
イ 

寺倉 603-1     0.5m 未満 0.5m 未満   ○ 

ケアセンターいぶき介
護老人保健施設 

春照 58-1            

通所介護事業所 

坂田デイサービスセン
ター 

野一色 1136            

スマイルデイサービス
センター 

寺倉 603-3     
0.5～

1.0m 未満 
    ○ 

山東デイサービスセン
ター 

長岡 1050-1     0.5m 未満 0.5m 未満   ○ 

デイサービス みしま
池 

池下 563-1            

デイサービスセンター
愛らんど 

春照 56            

きらめきデイサービス
センター 

朝妻筑摩 2483 
0.5～

1.0m 未満 
  

1.0～

2.0m 未満 
    ○ 

デイサービスセンター
ゆめホール 

三吉 570            

リバティいそ 磯 1703 
0.5～

1.0m 未満 
  

1.0～

2.0m 未満 
    ○ 

デイサービスセンター
やすらぎハウス 

顔戸 21-2            

ポラリスデイサービス
センター米原 

岩脇 482-1     
1.0～

2.0m 未満 
    ○ 

リハビリデイサービス
ここりは 

宇賀野 181     
1.0～

2.0m 未満 

1.0～

2.0m 未満 
  ○ 

デイホームゆりの木 
米原 

世継 1028-9     0.5m 未満     ○ 

通所リハビリテーシ
ョン事業所 

介護老人保健施設坂田
メディケアセンター 

野一色 1136            

ケアセンターいぶき介
護老人保健施設 

春照 58-1            

デイケア緑泉館 長岡 600     
1.0～

2.0m 未満 

1.0～

2.0m 未満 
  ○ 

通所リハビリテーショ
ンいそ 

磯 1729-1いそ
クリニック内 

           

近江診療所 新庄 77-1       
0.5～

1.0m 未満 
警戒区域 ○ 

地域密着型通所介護
事業所 

ひだまり 一色 458-2     
2.0～

3.0m 未満 

1.0～

2.0m 未満 
  ○ 

あったかほーむ かせ
の 

加勢野 525-2            

東部デイサービスセン
ターはびろ 

柏原 2202     
0.5～

1.0m 未満 
0.5m 未満   ○ 
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施設種別 施設名（事業所名） 所在地 
洪水浸水想定区域 地先の 

安全度 

マップ 

土砂災害

警戒区域 

避難確保

計画義務

化施設 
琵琶湖 姉川 天野川 

いぶきの家 井之口 180   0.5m 未満       ○ 

北部デイサービスセン
ターきたで～ 

大久保 885            

特定非営利活動法人ほ
ほえみ 

上野 1056         警戒区域 ○ 

デイサービスセンター
行こ家のとせ 

能登瀬 1294-3     
0.5～

1.0m 未満 

0.5～

1.0m 未満 
  ○ 

デイサービスセンター
寄ろ家うかの 

宇賀野 590     
0.5～

1.0m 未満 

1.0～

2.0m 未満 
  ○ 

est 顔戸 501-5     
0.5～

1.0m 未満 

0.5～

1.0m 未満 
  ○ 

ラウンド多和田 多和田 1033-1       
2.0～

3.0m 未満 
  ○ 

ファミールケア米原セ
ンター 

中多良一丁目
17 

0.5～

1.0m 未満 
  

1.0～

2.0m 未満 
0.5m 未満   ○ 

スタイルケア 高番 408       0.5m 未満   ○ 

小規模多機能型居宅
介護事業所 

はなれひだまり 本郷 603-1     
2.0～

3.0m 未満 

0.5～

1.0m 未満 
  ○ 

ほっとひだまり 一色 458-1     
2.0～

3.0m 未満 

1.0～

2.0m 未満 
  ○ 

いをぎの家 岩脇 24-1     
2.0～

3.0m 未満 
    ○ 

看護小規模多機能型
居宅介護事業所 

笑みの家ひだまり 能登瀬 1322-1     
0.5～

1.0m 未満 

0.5～

1.0m 未満 
  ○ 

認知症対応型共同生
活介護事業所 

デイサービスセンター
千寿倶楽部 

上多良 228-1     
0.5～

1.0m 未満 
    ○ 

いきいきおうみ みん
なの家 

顔戸 1729-1            

スマイルグループホー
ム 

寺倉 603-3     
0.5～

1.0m 未満 
    ○ 

グループホーム千寿庵 上多良 228-1     
0.5～

1.0m 未満 
    ○ 

水野グループホーム 長岡 645     
1.0～

2.0m 未満 

0.5～

1.0m 未満 
  ○ 

縁ひだまり 一色 494     
4.0～

5.0m 未満 

3.0～

4.0m 未満 
  ○ 

グループホーム悠楽 上野 1881         警戒区域 ○ 

有料老人ホーム 
ほたるの郷 長岡 645     

1.0～

2.0m 未満 

0.5～

1.0m 未満 
  ○ 

びわ湖高齢者マンショ
ン悠悠の館 

磯 1729-1            

就業移行支援事業所 
就労支援センターあっ
ぷでーと 

米原 549     
1.0～

2.0m 未満 
0.5m 未満   ○ 

就業継続支援Ａ型事
業所 

ウェルメント米原 上多良 46-3     
1.0～

2.0m 未満 
0.5m 未満   ○ 

ウェルメント米原２ 中多良 752     
1.0～

2.0m 未満 
0.5m 未満   ○ 

ウェルメント米原３ 岩脇 382-2     
1.0～

2.0m 未満 
0.5m 未満   ○ 

生活介護・就労継続
支援Ｂ型事業所 

いぶきやま 春照 1969-1         警戒区域 ○ 

就業継続支援 B型事
業所 

ウェルメント米原４ 入江 1570 
2.0～

3.0m 未満 
  

2.0～

3.0m 未満 
    ○ 

ワークスさかた 入江 638-3 
3.0～

4.0m 未満 
  

3.0～

4.0m 未満 

1.0～

2.0m 未満 
  ○ 

ほおずき作業所 新庄 672     0.5m 未満     ○ 

湖北みみの里 宇賀野 269     
1.0～

2.0m 未満 

0.5～

1.0m 未満 
  ○ 

生活介護事業所 
ライフまいばら 大鹿 514            

大空ひだまり 能登瀬 1322-1       
1.0～

2.0m 未満 
  ○ 

放課後等デイサービ
ス 

児童発達支援センター
てらす たいよう 

新庄 77-1       
0.5～

1.0m 未満 
警戒区域 ○ 

フォーラムまこと 市場 471-5            
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施設種別 施設名（事業所名） 所在地 
洪水浸水想定区域 地先の 

安全度 

マップ 

土砂災害

警戒区域 

避難確保

計画義務

化施設 
琵琶湖 姉川 天野川 

青空ひだまり 能登瀬 1322-1       
1.0～

2.0m 未満 
  ○ 

児童発達支援 
児童発達支援センター
てらす ひまわり 

新庄 77-1       
0.5～

1.0m 未満 
警戒区域 ○ 

共同生活援助事業所 

いぶき 春照 293            

おうみ 顔戸 254       0.5m 未満   ○ 

かるがも 天満 318            

のぞみ 
中多良二丁目
10 

1.0～

2.0m 未満 
  

1.0～

2.0m 未満 
0.5m 未満   ○ 

米原蛍の家 池下 1030       0.5m 未満   ○ 

ルピナス 大清水 1100            

総合事業通所型サー
ビス 

和ひだまり 米原 993     
2.0～

3.0m 未満 
    ○ 

放課後児童クラブ 

米原第１児童クラブ 入江 296 
2.0～

3.0m 未満 
  

2.0～

3.0m 未満 
    ○ 

米原第２児童クラブ 入江 307 
1.0～

2.0m 未満 
  

1.0～

2.0m 未満 
0.5m 未満   ○ 

河南児童クラブ 枝折 77       0.5m 未満   ○ 

息長児童クラブ 能登瀬 1339     
0.5～

1.0m 未満 

1.0～

2.0m 未満 
  ○ 

息長児童クラブ 能登瀬 1294-1     
0.5～

1.0m 未満 

0.5～

1.0m 未満 
  ○ 

坂田第１児童クラブ 宇賀野 273     
1.0～

2.0m 未満 
0.5m 未満   ○ 

大原児童クラブ 野一色 1184            

山東児童クラブ 志賀谷 1907            

柏原児童クラブ 柏原 2320            

伊吹児童クラブ 春照 37            

坂田第２児童クラブ 顔戸 1513     0.5m 未満 0.5m 未満   ○ 

保育所 

大原保育園 朝日 199-1       0.5m 未満   ○ 

醒井保育園 醒井 547-1     
3.0～

4.0m 未満 

2.0～

3.0m 未満 
  ○ 

米原保育園 米原 667－2         警戒区域 〇 
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第２ 学校教育施設 

 

施設種別 施設名（事業所名） 所在地 
洪水浸水想定区域 地先の 

安全度 

マップ 

土砂災害

警戒区域 

避難確保

計画義務

化施設 
琵琶湖 姉川 天野川 

幼稚園 米原市立山東幼稚園 池下 91       
1.0～

2.0m 未満 
  ○ 

幼保連携型認定こど
も園 

米原市立いぶき認定こ
ども園 

春照 1950         警戒区域 〇 

米原市立かなん認定こ
ども園 

三吉 343       0.5m 未満   ○ 

米原市立おうみ認定こ
ども園 

顔戸 199-1       
1.0～

2.0m 未満 
  ○ 

米原市立まいばら認定
こども園 

下多良 146-1     
1.0～

2.0m 未満 
0.5m 未満   ○ 

認定こども園長岡学園 長岡 1167-4 
0.5～

1.0m 未満 
  

1.0～

2.0m 未満 

0.5～

1.0m 未満 
  ○ 

認定こども園チャイル
ドハウス近江 

宇賀野 290     0.5m 未満 0.5m 未満   ○ 

柏原こども園 柏原 2293-1            

小学校 

米原市立柏原小学校 柏原 2320            

米原市立大原小学校 市場 424            

米原市立山東小学校 大鹿 546            

米原市立伊吹小学校 上野 991            

米原市立春照小学校 杉澤 817         警戒区域 ○ 

米原市立米原小学校 入江 307 
1.0～

2.0m 未満 
  

1.0～

2.0m 未満 
    ○ 

米原市立河南小学校 枝折 77       0.5m 未満   ○ 

米原市立息長小学校 能登瀬 1339     
0.5～

1.0m 未満 

1.0～

2.0m 未満 
  ○ 

米原市立坂田小学校 宇賀野 508     
1.0～

2.0m 未満 

1.0～

2.0m 未満 
  ○ 

中学校 

米原市立柏原中学校 清滝 40     
0.5～

1.0m 未満 
0.5m 未満   ○ 

米原市立大東中学校 池下 1054       0.5m 未満   ○ 

米原市立伊吹山中学校 高番 387       0.5m 未満   ○ 

米原市立米原中学校 入江 313 
1.0～

2.0m 未満 
  

1.0～

2.0m 未満 
    ○ 

米原市立河南中学校 河南 295       
0.5～

1.0m 未満 
  ○ 

米原市立双葉中学校 顔戸 233       
1.0～

2.0m 未満 
  ○ 

高等学校 
滋賀県立伊吹高校 朝日 302            

滋賀県立米原高校 西円寺 1200         警戒区域 〇 
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第４節  防災関連条例、規則等一覧  

 

 名称 施行時期 

１ 米原市災害対策本部条例 
平成 17年 2月 14日 

条例第 160号 

２ 米原市災害対策本部条例施行規則 
平成 25年 3月 14日 

規則第 6号 

３ 米原市防災会議条例 
平成 17年 2月 14日 

条例第 159号 

４ 米原市災害弔慰金の支給等に関する条例 
平成 17年 2月 14日 

条例第 99号 

５ 米原市税の減免に関する規則 
平成 17年 5月 1日 

規則第 166号 

６ 米原市国民健康保険税の減免に関する規則 
平成 22年 3月 12日 

規則第 9号 

７ 米原市介護保険条例 
平成 17年 2月 14日 

条例第 116号 

８ 米原市国民健康保険一部負担金の徴収猶予および免除に関する要綱 
平成 23年 6月 1日 

告示第 158号 

９ 米原市高齢者等住宅除雪費補助金交付要綱 
平成 19年 6月 25日 

告示第 150号 

10 米原市消防・防災施設器具整備事業補助金交付要綱 
平成 17年 4月 1日 

告示第 44号 

11 米原市避難施設耐震改修等補助金交付要綱 
平成 21年 9月 18日 

告示第 224号 

12 米原市木造住宅耐震改修等事業補助金交付要綱 
平成 22年 8月 26日 

告示第 260号 
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第５節  災害時の応援協定締結一覧  

 

第１ 公的機関の相互応援協定等 

 

協定の相手方 協定の名称 協定の内容 締結日 

長浜市 

長浜水道企業団 

長浜地区水道協会 

水道災害応援協定 

○応援給水 

○応援給水用品の提供 

○応急復旧用資機材の提供 

○応急復旧に必要な職員の派遣 

H18.2.13 

愛知県 阿久比町 

和歌山県 紀の川市 

岡山県 真庭市 

山口県 下関市 

ほたるサミット参加

市町の災害時の相互

応援に関する基本協

定 

○応急復旧に必要な資材、物資の提供 

○生活必需物資等の提供 

○救護および応急復旧に必要な車両または資機材の提供 

○救助および応急復旧に必要な職員の派遣 

○避難者の受入れ、児童生徒の就学機会の提供 他 

H18.6.11 

県内全市町 
滋賀県下消防団広域

相互応援協定書 

○応援給水 

○応援給水用品の提供 

○応急復旧用資機材の提供 

○応急復旧に必要な職員の派遣 

H19.3.16 

岐阜県揖斐川町 
災害時における相互

応援協定 

○応急復旧に必要な資機材および物資の提供 

○生活必需物資およびその補給に必要な資機材の提供 

○救護および援助活動に必要な車両または資機材の提供 

○救助および応急復旧活動に必要な職員の派遣 

○その他要請のあった事項 

H19.11.1 

滋賀県・長浜市 
広域避難の連携に関

する基本協定 

○湖北圏域水害・土砂災害等における広域避難の連携 

(避難所の相互援助) 
H20.12.12 

国土交通省 

近畿地方整備局 

災害時等の応援に関

する申合せ 

○情報の収集・提供（リエゾン[緊急連絡員]含む） 

○近畿地方整備局等職員の派遣（緊急災害対策派遣隊含

む） 

○災害に係る専門家の派遣 

○甲が保有する車両、災害対策用機械等の貸付け 

○甲が保有する通信機械等の貸付けおよび操作員の派遣 

○通行規制等の措置 

H24.6.1 

福島県相馬市 
災害時における相互

応援に関する協定 

○応急復旧に必要な物資、機材および車両の提供 

○生活必需物資およびその補給に必要な資機材および車   

両の提供 

○被災者を一時収容するための施設の提供     

○応急対策および復旧対策に必要な職員の派遣 

○災害復興の支援 

○災害援助ボランティアのあっせん 

H24.6.30 

県内 13市(市長会) 
滋賀県市長会災害相

互応援協定 

○食糧・飲料水・生活必需物資、その供給に必要な資機

材の提供 

○被災者の救出・医療・防疫。施設の応急復旧に必要な

資機材の提供 

○救援、救助および応急復旧に必要な車両等の提供 

○救援、救助および応急復旧に必要な職員の派遣 

H24.11.27 

（参考掲載） 

近畿総合通信局 

防災対策推進室 

災害対策用移動通信

機器の無償貸与 

○災害対策用移動通信機器の無償貸与 

 (衛星携帯電話・ＭＣＡ端末・簡易無線機) 

省令に基づく

貸与 

滋賀県立 

長浜養護学校 

災害時における福祉

避難所としての利用

に関する協定 

〇福祉避難所の開設および運営 

〇福祉避難所への人員派遣ならびに物資の供給および貸

与 

R1.10.31 
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第２ 事業者・民間団体等との協定－物資供給－  

 

協定の相手方 協定の名称 協定の内容 締結日 

米原市商工会 

災害時における生活

物資の確保および調

達に関する協定 

○生活物資の確保、調達 H19.12.20 

株式会社 ユタカファ

ーマシー 

災害時における生活

必需物資の供給に関

する協定 

○生活物資の確保、運搬、引渡し H20.1.17 

ＮＰＯ法人コメリ災害

対策センター 

災害時における物資

供給に関する協定 
○生活物資の確保、調達 H21.12.7 

生活協同組合 

コープしが 

絆で築く安心なまち

づくりに関する協定 

（災害時対応の分のみ掲載） 

○食料品や生活必需品などの物品の優先供給 

○収集した被災者の避難状況、避難者リスト等の情報

の提供 

○職員が配送等の業務中に発見した道路等の被災状況

の情報提供 

○所有する車両の緊急車両等としての提供 

○組合員の防災ボランティア協力 

H24.10.3 

コカ・コーラ ボトラ

ーズジャパン株式会社 

災害救援型自動販売

機設置協定書 

○飲料水提供 

○災害救援型自動販売機内の飲料の提供 
H27.4.1 

5日で 5000枚の約

束。プロジェクト実行

委員会 

災害時における畳の

提供等に関する協定

書 

○畳の調達 

○避難所等までの畳の輸送 

○利用後の畳の処理 

H28.2.5 

アイリスオーヤマ株式

会社 

災害時における生活

必需物資の供給に関

する協定書 

○生活救援対策等に必要な物資（生活用消耗品、育児

用品、医薬品、食料品、その他生活救援に必要な物

資）の供給 

H28.6.14 

長浜地方卸売市場株式

会社 

災害時における生鮮

食料品等の確保およ

び供給に関する協定

書 

○食料品等の提供 

○食料品等の提供に係る搬送 
H28.9.23 

新江州株式会社・セッ

ツカートン株式会社 

災害発生時における

段ボール製品の調達

に関する協定書 

○段ボール製簡易ベッドの調達 

○段ボール製シートの調達 

○段ボール製間仕切りの調達 

H28.11.28 

滋賀県葬祭事業協同組

合 

災害時における棺お

よび葬祭用品の供給

ならびに遺体の搬送

等の協力に関する協

定書 

○棺および葬祭用品の供給 

○遺体の搬送等 
H29.11.21 

株式会社 ナフコ 
災害時における物資

供給に関する協定 
○生活物資の確保、調達 H30.5.8 

株式会社 平和堂 

災害救助に必要な物

資の調達に関する協

定書 

○生活物資の確保、調達 R3.4.27 

藤田株式会社 
災害時における物資

供給に関する協定 
〇寝具、衛生用品等の調達 R3.6.7 

サントリーフーズ株式

会社 

災害時における飲料

供給に関する協定書 

○飲料水提供 

○災害救援型自動販売機内の飲料の提供 
R3.9.7 

太陽工業株式会社 

災害時における天幕

等資機材の供給に関

する協定書 

〇天幕等資機材の供給 R4.2.22 
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第３ 事業者・民間団体等との協定－応急対応 

 

協定の相手方 協定の名称 協定の内容 締結日 

(社)滋賀県建設業協会

長浜支部 

災害時における応急

救援活動への応援に

関する協定 

○人命救助のための土木資機材、労力の提供 

○公共土木建設施設の応急復旧 

○応急仮設住宅に係る敷地整備 

H19.3.30 

米原市建設組合 

災害時における応急

救援活動への応援に

関する協定 

○人命救助のための土木資機材、労力の提供 

○公共土木建設施設の応急復旧 

○応急仮設住宅に係る敷地整備 

H19.10.11 

滋賀県電気工事 

工業組合 

災害時における電気

設備の応急復旧の応

援に関する協定 

○災害拠点施設（公共施設）の電気の応急復旧 H20.10.31 

(社)滋賀県エルピーガ

ス協会長浜支部 

災害時におけるＬＰ

ガス等供給の協力に

関する協定 

○ＬＰガスの供給 H22.4.15 

米原市商工会 

（建設部会） 

災害時における応急

救援活動への応援に

関する協定 

○人命救助のための土木資機材、労力の提供 

○公共土木建設施設の応急復旧 

○応急仮設住宅に係る敷地整備 

○ライフラインの応急復旧 

H23.8.24 

米原市管工事組合 

（事務局：商工会） 

災害時における応急

救援活動への応援に

関する協定 

○災害拠点施設（公共施設）の上下水道管の機能の維

持回復 
H23.8.24 

喜多嘉和株式会社・有

限会社 キタセイ・株

式会社 ハウステクノ

関ヶ原・橋本クリーン

産業株式会社・湖北清

掃事業協同組合 

災害時における一般

廃棄物（し尿・浄化

槽汚泥・家庭系ごみ

に限る）の収集運搬

に関する協定 

○災害時におけるし尿・浄化槽汚泥・災害一般廃棄物

の収集運搬 
H27.6.23 

山室木材工業株式会社 

災害時における被災

者等への支援活動に

関する基本協定 

○災害時廃棄物（し尿・浄化槽汚泥除く）の撤去・収

集・運搬・処理 

○避難場所の提供 

○共同住宅等の提供 

○社員食堂の使用 

○食料・飲料の提供 

○資機材の提供 

H27.10.15 

一般社団法人 

湖北医師会 

災害時の医療救護活

動に関する協定 
○医師の派遣、医療救護班編成への協力 H28.2.1 

一般社団法人湖北歯科

医師会 

災害時の歯科医療救

護活動に関する協定

書 

○災害時における歯科医療救護班の派遣 H28.4.22 

一般社団法人湖北薬剤

師会 

災害時の医療救護活

動に関する協定書 
○薬剤師の派遣 H28.7.29 

滋賀日産自動車株式会

社 

日産自動車株式会社 

電気自動車を活用し

た災害連携協定 
〇電気自動車の貸与 R2.9.24 

株式会社 トヨタレン

タリース滋賀 

災害時における運送

車両提供に関する協

定書 

○災害時の運送車両の提供 R3.6.29 
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第４ 事業者・民間団体などとの協定－情報関係－ 

 

協定の相手方 協定の名称 協定の内容 締結日 

滋賀防災無線クラブ 
アマチュア無線によ

る災害時応援協定 
○災害情報等収集および伝達 H18.4.26 

米原市内等郵便局 
絆で築く安心なまち

づくりに関する協定 

○緊急車両等としての車両提供（郵便配達用車両は除

く） 

○被災者の避難所開設状況および避難者リスト等の情

報の相互提供 

○郵便局ネットワークを活用した広報活動 

○災害救助法適用時における郵便業務に係る災害特別

事務取扱・援護対策 

○業務中に発見した道路等の損傷状況の情報提供 

○避難所における臨時の郵便差出箱の設置 

○株式会社ゆうちょ銀行の非常払および株式会社かん

ぽ生命保険の非常取扱いについて、各社から要請が

あった場合の取扱い 

H24.10.26 

米原市新聞組合 

（市内８販売店） 

米原警察署 

安心安全なまちづく

り協定 

（災害時対応分のみ掲載） 

○緊急周知が必要な情報等について、新聞折込等を活

用して周知 

○避難所が開設された場合に、新聞各紙の無料配置 

H27.5.14 

株式会社 ZTV 
災害時の放送に関す

る協定 

○放送に関する労務の提供 

○放送に関する機材の提供 

○放送チャンネルの提供 

H29.1.31 

株式会社 ZTV 

災害時の記録映像提

供の協力に関する協

力 

○市内で発生した災害の記録映像の提供 H29.1.31 

トーテックアメニテ

ィ株式会社 

キステム株式会社 

おうみ自治体クラウ

ド災害協定書 
○情報システムの緊急対応および復旧作業協力 H29.10.23 

米原ドローン利活用

研究会 

災害時における無人

航空機による情報収

集活動に関する協定 

〇ドローンを活用して撮影した災害現場の映像、画像

等の提供 
H31.1.31 

ヤフー株式会社 
災害時における情報

発信等に関する協定 

〇市公式ウェブサイトのキャッシュサイトの提供 

〇避難所、避難情報、被害状況等の情報掲載 

〇防災速報アプリの提供 

R2.1.20 

西日本電信電話株式

会社 滋賀支店 

特設公衆電話の設

置・利用に関する協

定書 

〇特設公衆電話の設置および電話回線の利用 R3.2.2 
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第５ 事業者・民間団体などとの協定－通路・避難所－ 

 

協定の相手方 協定の名称 協定の内容 締結日 

奥伊吹森林レクリエ

ーション株式会社 

岐阜県揖斐川町 

災害時における緊

急輸送道路の使用

に関する協定書 

○災害時緊急連絡道路の使用 H22.6.2 

住友大阪セメント株

式会社 

滋賀鉱産株式会社 

災害時等における

通路の使用に関す

る協定 

○主要地方道山東本巣線の通行が困難な場合、伊吹

鉱山内の通路を使用 
H24.11.28 

大阪シーリング印刷

株式会社 

絆で築く安心な地

域協力避難所に関

する協定書 

○民間等協力緊急避難所(定義：地域防災計画)とし

て施設を利用 
H25.1.29 

近江鉱業株式会社 

絆で築く安心な地

域協力避難所に関

する協定書 

○民間等協力緊急避難所(定義：地域防災計画)とし

て施設を利用 
H25.1.29 

リゾートトラスト株

式会社 

絆で築く安心な地

域協力避難所に関

する協定書 

○民間等協力緊急避難所(定義：地域防災計画)とし

て施設を利用 
H25.1.29 

オオサワ株式会社 

災害時における施

設等の提供協力に

関する協定書 

○支援物資等の一時的な集積場所および中継場所の

提供 

○災害支援車両等の停車場所および待機場所の提供 

○緊急援助隊等の会議場所の提供 

○緊急避難所の提供 

H28.8.8 

株式会社 ダイナム 

災害時等における

施設利用の協力に

関する協定書 

〇災害時等における駐車場等の提供 R4.3.24 
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第６節  緊急輸送に関する資料  

 

第１ 緊急輸送道路一覧 

 

① 滋賀県指定（第 1 次緊急輸送道路、第 2 次緊急輸送道路） 

 

種別 路線名称 備考 種別 路線名称 備考 

高速 名神高速道路 第 1次 県道 山東一色線 第 2次 

高速 北陸道 第 1次 県道 大津能登川長浜線 第 2次 

国道 国道 8号 第 1次 県道 朝妻筑摩近江線 第 2次 

国道 国道 21号 第 1次 県道 大野木志賀谷長浜線 第 2次 

国道 国道 365号 第 2次 県道 彦根米原線 第 2次 

 

② 第 3 次緊急輸送道路 

 

種別 路線名称 備考 種別 路線名称 備考 

国道 国道 8号米原バイパス 一部 県道 多賀醒井線 一部 

県道 伊部近江線 一部 県道 大鹿寺倉線 一部 

県道 大野木志賀谷長浜線 一部 県道 間田長浜線 一部 

県道 朝妻筑摩近江線 一部 県道 天満一色線 全部 

県道 山東伊吹線 一部 県道 能登瀬岩脇線 一部 

県道 山東本巣線 全部 県道 樋口岩脇線 全部 

県道 世継宇賀野線 一部 市道 顔戸国道線 一部 

市道 高番春照線 一部 市道 顔戸能登瀬線 全部 

市道 河内線 一部 市道 入江磯線 一部 

市道 砂田亀池線 一部 市道 入江上多良線 一部 

市道 西山池下線 一部 市道 入江梅ヶ原線 全部 

市道 中多良下定使線 一部 市道 入江明神丸葭線 一部 

市道 丸葭学園線 一部 市道 野頭高番線 一部 

市道 市場大鹿線 一部 市道 能登瀬多和田線 全部 

市道 春照上野線 一部 市道 板戸市場線 一部 

市道 春照清滝線 全部 市道 顔戸飯線 全部 

市道 上多良湖岸線 一部 市道 夫馬市場線 全部 

市道 三吉樋口線 全部 市道 藤川相撲庭線 全部 

市道 柏原清滝線 一部 市道 柏原大将軍線 一部 

市道 世継宇賀野線 一部 市道 大清水弥高春照線 一部 

農道 磯五島綱線 一部 市道 新庄顔戸線 全部 

市道 新庄西円寺線 全部 市道 新庄箕浦新線 一部 

市道 市道市場間田線 全部    
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第２ 緊急時ヘリポート一覧 

 

地域 施設等の名称 

伊吹 グランスノー奥伊吹駐車場 

山東 グリーンパーク山東、米原消防署グラウンド 

近江 米原市立双葉中学校グラウンド 

米原 蓮原農村公園 

 

 

 

 

 

第３ 場外離発着上候補地緊急時ヘリポート一覧 

 

地区 候補地 

甲津原地区 甲津原交流広場 

曲谷地区 曲谷分校跡地 

吉槻地区 吉槻運動場 

上板並地区 草の根広場 

 

 

  



 

50 

第７節  避難指示等の判断・伝達に関する資料  

 

第１ 避難指示等の判断。伝達基準緊急輸送道路一覧 

 

① 水害の場合 

 

区分 基準 

【警戒レベル５】 

緊急安全確保 

1)基準点の水位が堤防天端高に到達した場合 

 堤防天端高 

 姉 川：伊吹 1.98m 

 天野川：天野川橋 2.34m、近江橋 3.42m 

2)大雨特別警報（浸水害）が発表された場合 

3)堤防の決壊や越水・溢水が発生した場合 

4)堤防に異常な漏水・侵食の進行や亀裂・すべりの発生等により決壊のお

それが高まった場合 

【警戒レベル４】 

避難指示 

1)基準点の水位が氾濫危険水位に到達した場合 

 氾濫危険水位 

 姉 川：伊吹 1.10m 

 天野川：天野川橋 1.60m、近江橋 2.65m 

2)堤防に異常な漏水や侵食等が発見された場合 

3)避難指示の発令が必要となるような強い降雨を伴う前線や台風等が、夜

間から明け方に接近・通過することが予想される場合（夕刻時点で発令

する） 

4)避難指示の発令が必要となるような強い降雨を伴う台風等が、立退き避

難が困難となる暴風を伴い、接近・通過することが予想される場合（暴

風警報発表後に速やかに発令する。） 

※1)、2)は夜間、未明であっても躊躇なく発令する。 

【警戒レベル３】 

高齢者等避難 

1)基準点の水位が避難判断水位に到達し、更に水位の上昇が予想される場

合 

 避難判断水位 

 姉 川：伊吹 1.00m 

 天野川：天野川橋 1.40m、近江橋 2.30m 

2)堤防に軽微な漏水・侵食等が発見された場合 

3)避難指示の発令が必要となるような強い降雨を伴う台風等が、夜間から

明け方に接近・通過することが予想される場合（※夕刻時点で発令す

る。） 
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② 土砂災害の場合 

 

区分 基準 

【警戒レベル５】 

緊急安全確保 

1)大雨特別警報（土砂災害）が発表された場合 

2)土砂災害の発生が確認された場合 

【警戒レベル４】 

避難指示 

1)次の全ての条件を満たした場合 

・土砂災害警戒情報が発表された場合 

・土砂災害の危険度分布で「非常に危険（薄紫）」となった区域内に、土砂

災害（特別）警戒区域（急傾斜地・土石流・地すべり）が含まれる場合 

2)1)以外の場合でも、気象台の情報を基に、避難指示の発令が必要となる

ような強い降雨を伴う前線や台風が、夜間から明け方にかけて接近・通

過することが予想される場合。（※夕刻までに発令する。） 

3)土砂災害の前兆現象（山鳴り、湧き水、地下水の濁り、渓流水量の変化

等）が発見された場合 

※1)、3)は夜間、未明であっても躊躇なく発令する。 

【警戒レベル３】 

高齢者等避難 

1)次の全ての条件を満たした場合。 

・大雨警報（土砂災害）が発表された場合 

・土砂災害の危険度分布で「警戒（赤）」となった区域内に、土砂災害（特

別）警戒区域（急傾斜地・土石流・地すべり）が含まれる場合 

・今後も、土砂災害警戒情報が発表されるような雨が予想される場合 

2)1)以外の場合でも、気象台の情報を基に、高齢者等避難の発令が必要と

なるような強い降雨を伴う前線や台風が、夜間から明け方にかけて接

近・通過することが予想される場合（※夕刻までに発令する。） 

 

 

③ 地震災害の場合 

 

区分 基準 

避難指示 

・余震の発生により建物が倒壊する危険が高い場合 

・地震により火災が発生し、延焼が拡大する危険が高い場合 

・地震の発生により、崖崩れ、地すべり等大規模な土砂災害の発生する危

険が高い場合 
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第２ 警戒レベルに対応する行動と情報 土砂災害防止対策の推進 

 

警戒レベル 居住者等がとるべき行動 行動を居住者等に促す情報 

警戒レベル５ 

〇既に災害が発生している状況であ

り、命を守るための最善の行動をす

る。 

〇緊急安全確保（市が発令） 

 

警戒レベル４ 

〇指定緊急避難場所等への立退き避難

を基本とする行動をとる。 

〇災害が発生するおそれが極めて高い

状況等で、指定緊急避難場所への立

退き避難はかえって命に危険を及ぼ

しかねないと自ら判断する場合に

は、近隣の安全な場所への避難や建

物内のより安全な部屋への移動等の

緊急の避難をする。 

〇避難指示（市が発令） 

 

警戒レベル３ 

〇避難に時間のかかる高齢者等の要配

慮者は立退き避難する。その他の人

は立退き避難の準備をし、自発的に

避難する。 

〇高齢者等避難（市が発令） 

警戒レベル２ 

〇ハザードマップ等により災害リス

ク、避難場所や避難経路、避難夫タ

イミング等の再確認、避難情報の把

握手段の確認・注意など、避難に備

え自らの避難行動を確認する。 

〇注意報（気象庁が発表） 

警戒レベル１ 
〇防災気象情報等の最新情報等に注意

するなど、災害への心構えを高める 

〇早期注意情報（気象庁が発表） 

 
 

その他参照 

防災気象情報と警

戒レベルとの対応

について（気象庁） 

 

 

米原市防災ハザー

ドマップ 
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第８節  避難行動要支援者の避難支援に関する資料  

 

避難支援等関係者となる者 

避難支援等の実施に係る関係者については、次のとおりとする。 

①自治会長、自主防災組織 

②民生委員児童委員 

③社会福祉協議会 

④消防機関 

⑤警察機関 

⑥地域包括支援センター 

 

名簿に掲載する者の範囲 

避難行動要支援者として名簿に掲載する者の範囲は、次の要件を目安とする。ただし、家族から

日常的に支援を受けることができる者、または施設・病院等への長期入所・入院者を除く。 

① 介護保険における要介護認定を受けており、要介護３～５の者 

② 身体障害者手帳の交付を受けており、障がいの程度が１級および２級の者、または聴覚・視

覚３級および４級の者 

③ 療育手帳の交付を受けており、障がいの程度がＡ判定の者 

④ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けており、等級が１級の者 

⑤ 旧災害時要援護者制度による登録をしている者 

⑥ ①から④までの要件に該当せず、災害時に自力で避難することが困難な者 

 

名簿作成に必要な個人情報およびその入手方法 

市は、避難支援等関係者に対して、平常時から名簿を提供することに同意を得られた避難行動要

支援者の名簿を提供し、災害時の安否確認や避難支援等を円滑に行える体制を構築する。 

なお、市は、災害が発生し、または発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者の生

命または身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、避難支援等の実施に必要

な限度で、避難支援等関係者その他の者に対し、本人の同意を得ることなく名簿情報を提供できる

ものとする。 

 

名簿の更新に関する事項 

名簿の内容について年に２回定期的な更新確認を行い、最新情報を共有できるよう努める。 

 

名簿情報の提供に際し情報漏えいを防止するための措置 

市は、避難行動要支援者のプライバシーを保護するとともに、避難行動要支援者名簿を活用した

避難支援そのものに対する信頼性を担保するため、避難行動要支援者名簿を適正に管理する。 

また、名簿情報提供時（更新を含む。）およびその他の機会において、避難支援等関係者に対し

名簿の取扱いについて指導する。 

避難支援等関係者は、基本法第 49条の 13において、提供された名簿情報について守秘義務が課

せられていることに十分に留意し、必要以上に複製しないなど、名簿情報を適切に管理する。 
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要配慮者が円滑に避難するための立退きを行うことができるための通知または警告の配慮 

市は、災害発生時等において、要配慮者が円滑かつ安全に避難を行うことができるよう避難情報

を適切に発令するとともに、多様な手段を用いて情報伝達を行うこととする。 

 

避難支援等関係者の安全確保 

市は、避難支援課等関係者が、地域の実情や災害の状況に応じて可能な範囲で避難支援等を行え

るよう、避難支援等関係者等の安全確保に十分配慮する。また、地域において、避難の必要性や避

難行動要支援者名簿の意義等を説明するとともに、地域住民全体で話し合って避難支援等関係者等

の安全確保のルールを決め、周知する。 

なお、避難支援等関係者等は全力で避難行動要支援者を助けようとするが、助けられない可能性

もあることを、あらかじめ避難行動要支援者に理解してもらうように努める。 
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第９節  備蓄物資に関する資料  

 

第１ 備蓄目標 

 

① 物資備蓄数量の考え方 

 

想定する災害 

災害については、避難期間が長く、かつ、他地域からの物資確保が容易でない地震災害を対象

とする。水害については、被災地域が限定的であり、地震災害を想定した備蓄目標で十分補える

ものとする。 

想定地震については、市に最も影響が大きいと考えられている「柳ヶ瀬・関ヶ原断層帯地震」

を対象とし、備蓄数量は、滋賀県地震被害想定調査（平成 26年 3月）の避難所生活者数等を基準

として定める。 

なお、今後地震に関する新たな研究成果が提起された段階で、それに基づき適切に見直しを行

う。 

備蓄目標の対象期間と役割分担 

地震災害の場合、家屋倒壊やライフライン支障によって避難生活が長期化することが知られて

いる。ただし、発災から３日以降は、避難生活の被災地外からの物資の流通が期待できるものと

し、備蓄対象期間は、発災後～３日間とする（４日目以降は、被災地外からの支援物資が期待で

き、受援のための物流体制を整備し、被災地に供給する）。 

また、備蓄目標とする発災からの３日間において、食料等の県・市・市民の備蓄分担は滋賀県

地域防災計画に準じ、以下のとおりとする。 

県・・・・1日 

市・・・・1日 

市民・・・1日 

計・・・・3日 

備蓄物資の支給対象者 

備蓄物資の支給対象者は、発災後からの３日間において想定される想定避難所生活者数とす

る。なお、想定避難所生活者数は、時間経過によって人数が推移することが想定されるが、より

確実な物資の支給を目指すため、発災後から３日間におけるピークの想定避難所生活者数を支給

対象者とする。 

滋賀県地震被害想定調査において、「柳ヶ瀬・関ヶ原断層帯地震」(case2)の地震被害を想定し

た場合、市域の避難所生活者数は、３日目で 3,574人とされているため、約 4,000人を支給対象

者として想定する。 

備蓄品目 

備蓄する品目は、発災直後の生命維持や生活に最低限必要な食料・飲料水・生活必需品等の物

資や資機材とする。また、高齢者、乳幼児等の要配慮者や女性等にも配慮し、品目を選定する。 
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② 備蓄目標 

 

備蓄物資品目 
算定基準等(対象 4,000人) 

★：帰宅困難者 1,500人含む 

要整備備蓄数 

数量 梱包数 

食料等 

保存用ビスケット（賞味 5年） 1人 1袋、60袋/箱 ★（1人 2袋） 7,000 袋 117 箱 

アルファ化米（賞味 5年） 3～69歳 3,200人、1人 2食、50袋/箱 6,400 袋 128 箱 

アルファ化米おかゆ（賞味 5年） 3歳未満 70歳以上 800人、1人 2食 1,600 袋 32 箱 

味噌汁（賞味 5年） 1人 2食 50袋/箱 8,000 食 160 箱 

水（500ｍｌ、賞味 10年） 1人 3㍑（6本）、12本/箱 ★（1人 6本） 33,000 本 2,750 箱 

おろしリンゴ缶（200g）（賞味 3

年） 
０歳児（約 50 人分）の備蓄食料として液体ミルクの
１日５回、３日分を確保する。補助食として、リン

ゴ缶を確保する。 

750 缶 32 箱 

液体ミルク（賞味 1年） 750 缶 32 箱 

使い捨て哺乳瓶 750 本 8 箱 

生活用品 

真空パック毛布 1人 2枚、10枚/箱 ★(1人 2枚） 11,000 枚 1,100 箱 

就寝用折畳式アルミマット 1人 1枚、10枚/箱 ★(1人 1枚） 5,500 枚 550 箱 

非常用衛生セット 16品目（5年） 1人 1セット、20セット/箱 ★（1人 1セット) 5,500 セ 275 箱 

幼児用紙おむつ（5年） 100人 1人 8枚 1日分、40枚/包 800 枚 20 包 

大人用紙おむつ（5年） 20人 1人 8枚 1日分、10枚/包 1,600 枚 16 包 

生理用ナプキン（22枚入）（3年） 1,000人 1人 8枚 1日分、22枚/包 8,000 枚 364 包 

使い捨てカイロ（5年） 1人 1個、10個/包 4,000 個 400 包 

屋外用カセットコンロ 広域避難所各 5台 福祉避難所各 2台 191 台 191 台 

カセットボンベ（3缶パック） 広域避難所各 5パック 福祉避難所各 2パック 191 パ 191 パ 

トイレ 

折畳式便器セット 広域避難所 20人に 1台、福祉避難所各 2台 336 セ 336 箱 

トイレ袋（組織用セット） 4000人 1人 5回分（200枚セット/箱） 20,000 枚 100 箱 

要援護者用組立トイレ（電動） 広域避難所各 1台 35 台 35 台 

トイレ用簡易テント WT-1  折畳式便器セット数＋要援護者用組立トイレ数 340 張 340 張 

オストメイト用組立トイレ 福祉避難所各 1台 8 台 8 台 

避難所 

プライベートルーム 広域避難所（福祉避難室）各 5セット 175 張 175 張 

ワンタッチパーテーション 広域避難所各 30セット 1,000 張 1,000 張 

簡易ベッド 広域避難所各 30台 1,000 台 1,000 台 

多目的ベッド 福祉避難所（福祉避難室） 50 台 50 台 

石油ストーブ 広域避難所各 5台 175 台 175 台 

大型扇風機 広域避難所各 2台 39 台 39 箱 

停電対策 

可動式発電機 24i（車輪付） 広域避難所 35か所各１台 35 台 35 箱 

可動式発電機 9i（ハンディ） 広域避難所、孤立集落 4、福祉避難所 8他 44 台 44 箱 

ガソリン１ℓ缶（4缶入）（3年） 広域避難所各 8缶(4缶/箱) 280 缶 280 箱 

ガソリン携行缶（20ℓ） 搬送用（広域避難所各 2缶） 70 缶 70 個 

カセットガス発電機 9i 広域避難所、孤立集落、福祉避難所他 50 台 50 箱 

投光器 150W・三脚付 広域避難所各 2セット（三脚別箱） 70 セ 70 セ 

コードリール（30m） 広域避難所、孤立集落、福祉避難所他 50 台 50 個 

スマートフォン同時充電器 広域避難所各 1セット 10台充電/台 35 セ 35 セ 

電源車（EVまたは PHV） 各地域用に 4台 4 台 4 台 

情報・ 

通信 

衛星電話 災害対策本部用 1 台 1 台 

衛星無線機 孤立集落用、現地対策用ほか 6 台 6 台 

ＩＰ無線機 災害対策本部用（移動系無線） 82 台 82 台 

ポケット WI-FI 現地対策用 2 台 2 台 

スマートフォン 現地対策用 10 台 10 台 

ドローン 現地対策用 4 台 4 台 

モバイルモニター 現地対策用 2 台 2 台 

タブレットＰＣ 現地対策用 2 台 2 台 

原子力災

害対策 

ヨウ化カリウム丸 50㎎ 3歳以上（3歳以上 13歳未満 1丸、13歳以上 2丸） 76,000 丸 76 箱 

ヨウ化カリウム内服ゼリー16.3mg 新生児 20 包 1 箱 

ヨウ化カリウム内服ゼリー32.5㎎ 生後 1か月以上 3歳未満 900 包 9 箱 
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第２ 備蓄物資の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３ 県（湖北健康福祉事務所）の災害救助用物資蓄物資の流れ  

 

地域 物資種別 備蓄数量 保管倉庫の場所 保管倉庫業者 

湖北健康

福祉事務

所 

毛布 5,000枚 長浜市山階町

253-1 

0749-63-6258 

 

 

日本通運㈱ 

滋賀支店 

彦根事業所 

長浜営業課 

 

長浜市山階町

253-1 

0749-62-1610 

パン 17,980食 

アルファ化米（アレルギー対応） 18,500食 

長期保存食 7,020食 

紙おむつ（乳幼児用） 9,008枚 

紙おむつ（大人用） 760枚 

不織布マスク（普通サイズ） 31,800枚 

不織布マスク（子ども用サイズ） 4,200枚 

令和 3年 3月 10日現在（出典：滋賀県地域防災計画参考編） 

 

 

第４ プッシュ型支援による国の供給品目 

 

項目 物資関係省庁 調達先 

食料 農林水産省 関係業界団体、関係事業者 

毛布 消防庁、経済産業省 地方公共団体、関係業界団体、関係事業者 

育児用調整粉乳 農林水産省 関係業界団体、関係事業者 

乳児・小児用おむつ 厚生労働省 関係業界団体、関係事業者 

大人用おむつ 厚生労働省 関係業界団体、関係事業者 

携帯トイレ・簡易トイレ 消防庁、経済産業省 地方公共団体、関係業界団体、関係事業者 

トイレットペーパー 経済産業省 関係業界団体、関係事業者 

生理用品 厚生労働省 関係業界団体、関係事業者 

  

集中集積備蓄倉庫(市全体の備蓄拠点) 

地域備蓄倉庫 地域備蓄倉庫 

 

備蓄倉庫 

(特別配置) 地域備蓄倉庫 

避難所および 

被災住民 

 

孤立化のおそれ 

のある地域 

避難所および 

被災住民 

 

避難所および 

被災住民 

 

備蓄品の流れ 
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第３章 災害応急対策計画に関連する資料                
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第１節  気象、地震情報等の観測に関する資料  

 

第１ 雨量観測所、水位観測所一覧 

 

① 雨量観測所 
 

所轄 観測所名 位置 
自記・ 

テレメータの別 
管理者 

長浜土木事務所 柏原 柏原 テレメータ 長浜土木事務所 

同上 甲津原 甲津原 テレメータ 同上 

同上 姉川ダム 曲谷 自記 同上 

同上 西坂 西坂 テレメータ 同上 

同上 上野 上野 テレメータ 同上 

同上 上板並 上板並 テレメータ 同上 

国土交通省 吉槻 吉槻 テレメータ傍受 琵琶湖河川事務所 

同上 醒井 河南杉谷 自記 同上 

水資源機構 能登瀬 能登瀬 テレメータ 同上 

気象庁 米原 朝日 アメダス 彦根地方気象台 

 

② 水位観測所 
 

所轄 
観測所

名 

河川

名 
位置 

自記・

テレメ

ータの

別 

水位 

計画 管理者 

水防

団待

機水

位 

氾濫

注意

水位 

避難

判断

水位 

氾濫

危険

水位 

長浜土木

事務所 

天野川

橋 

天野

川 
長岡 

テレメ

ータ 
0.80 1.20 1.40 1.60 2.50 

長浜土木

事務所 

同上 近江橋 
天野

川 
箕浦 

テレメ

ータ 
1.60 1.90 2.30 2.65  同上 

同上 
新天野

川橋 

天野

川 
本郷 

テレメ

ータ 
1.60 2.70    同上 

同上 
河南樋

口橋 

天野

川 
河南 

テレメ

ータ 
1.80 2.90    同上 

同上 温見橋 姉川 曲谷 
テレメ

ータ 
     同上 

同上 小泉 姉川 小泉 
テレメ

ータ 
      

同上 伊吹 姉川 伊吹 
テレメ

ータ 
0.75 0.90 1.00 1.10   

同上 
ダム貯

水位 

姉川 

ダム 
曲谷 

テレメ

ータ 
    

EL 

446.7 
 

関西電力 

関西電

力 

排水口

右岸 

姉川 伊吹 固定  2.00    
関西電力

㈱ 
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第２ 気象予警報等の伝達系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）二重枠で囲まれている機関は、気象業務法施行令第 8条第 1号の規定に基づく法定伝達先 

注）二重線の経路は、気象業務法第 15条の 2によって、特別警報の通知または周知の措置が義務付けられている伝達系

統 

  

市 

彦
根
地
方
気
象
台 

西日本電信電話株式会社 

滋賀県 

消防庁 

国土交通省機関 

（滋賀国道事務所） 

報道機関 

日本放送協会大津放送局 

住民 

携帯電話事業者 
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第２節  情報の収集、連絡に関する資料  

 

第１ 防災情報伝達システムの屋外拡声子局 
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第２ ＩＰ無線の配備状況一覧 
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第３ 代替通信手段 

 

 

 代替通信手段  

１ NTT西日本の災害時

優先電話 

災害時における通信の輻輳（ふくそう）時に優先的に通話が可

能となる「災害時優先電話」を活用する。 

なお、あらかじめ優先電話の取扱いについては、NTT西日本へ

依頼しておく。 

２ 携帯電話または衛星

携帯電話等の使用 

迅速かつ的確な応急対策活動を実施するため、携帯電話等を活

用する。 

３ 非常無線通信の活用 災害が発生し、または発生するおそれがある場合において、有

線通信を利用することができない、またはこれを利用することが

著しく困難なときは、警察、消防、交通、電気等の非常通信協議

会構成機関が有する自営通信回線等を活用する。 

４ 防災相互通信用無線

電話の活用 

災害現場等において、災害応急対策のため、他防災関係機関と

相互連絡を行う場合において、防災相互通信用無線電話を活用す

る。 

５ アマチュア無線の活

用 

通信途絶時や山間地での携帯電話の不感地域での通信をカバー

するため、滋賀防災無線クラブ等、アマチュア無線を活用する。 

６ 移動通信機器および

移動電源車の貸与制

度の活用 

総務省近畿総合通信局が実施している移動通信機器および移動

電源車の貸与制度を活用し、災害時の通信手段確保の支援を要請

する。（連絡先：総務省近畿総合通信局防災対策推進室 06-

6942-8504） 
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第４ 被害の調査、被災情報の把握および報告フロー 

 

 

 

 

 

  

災 害 発 生 

被害状況の把握 

市災害対策本部へ報告 

被害状況の把握 

各  班 市民生活班 

分野別の被害状況 地区別の被害状況 

県または米原警察署

等の防災関係機関 

連携 

参集途上の情報収集 市民からの情報提供 

時間を区切った取りまとめ 

取りまとめ（市本部事務局） 

県
へ
被
害
即
報
・
被
害
報
告 

消
防
庁
へ
直
接
報
告 

県防災情報 

システム 

直接即報基準に掲
げられる被害 

※原則 30分以内 

被害確定報告 
（応急措置完了後 10日以内） 

県防災情報 
システム 

県防災情報 

システム 
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第５ 被害即報の伝達系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１：県への報告が不可能な場合および直接即報基準に該当する被害報告 

※２：県防災情報システムが使用不可能な場合および県からの指示があった場合 

※３：県防災情報システムに情報入力する際、災害名が登録されていない場合の第 1報 

県防災情報システムが使用不可能な場合および県からの指示があった場合 

 

 

 

 

  

消防本部 

県防災情報 

システム 

県地方本部 

米原市 

災害対策本部 

米原警察署 

市関係各課 

県本部 

（防災危機管理局） 

警察本部 

県関係各課 

総務省消防庁 

防衛省（自衛隊） 

その他関係省庁 

指定地方行政機関 

指定公共機関 

指定地方公共機関 

 

警察庁 

管区警察局 

関係省庁 

※１ 

※１ 

※３ 

※３ 

※２ 

※２ 
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第３節  緊急輸送活動に関する資料  

 

第１ 輸送の範囲と優先順位 

 

輸送の範囲 

○ 被災者の避難および救助 

○ 給水 

○ 救護活動における救護員、患者、医薬品等の搬送 

○ 食料、生活必需品等の生活物資の搬送 

○ 公共施設の応急復旧要員等の搬送 

○ 遺体の移送 

輸送対象の優先順位 

期間 輸送対象 

災害発生後 24時間程度まで ○ 救助・救急活動、医療活動の従事者、医薬品等人命救助

に要する要員および物資 

○ 消防、水防活動等災害の拡大防止のための要員および物

資 

○ 情報通信、電力、ガス、水道施設等の初動応急対策に必

要な要員および物資 

○ 後方医療機関へ搬送する負傷者等 

○ 緊急輸送に必要な輸送施設や物資集積拠点の応急復旧、

交通規制等に必要な要員および物資 

災害発生後３日程度まで ○ 上記（災害発生後 24時間程度まで）の事項 

○ 食料、飲料水等生命の維持に必要な物資 

○ 傷病者および被災者の被災地域外への移送 

災害発生後４日目以降 ○ 上記（災害発生後３日程度まで）の事項 

○ 災害復旧に必要な要員および物資 

○ 生活必需品 
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第２ 輸送の流れのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３ 県（湖北地域）の輸送拠点 

 

湖上/陸上 拠点施設名 住所 

広域湖上輸送拠点 長浜港 長浜市港町地先 

広域湖上輸送拠点 早崎揚陸施設 長浜市早崎町地先 

広域湖上輸送拠点 大浦漁港 長浜市西浅井町 

広域陸上輸送拠点 文化産業交流会館 米原市下多良二丁目 137 

広域陸上輸送拠点 長浜バイオ大学ドーム 長浜市田村町 1320 

広域陸上輸送拠点 奥びわスポーツの森 長浜市早崎町 

 

 

県内または県外 

物資集積拠点 

広域湖岸 

輸送拠点 

広域陸上 

輸送拠点 

広域輸送拠点 

地域集積備蓄拠点 地域集積備蓄拠点 

 

地域集積備蓄拠点 

 

避
難
所
・
被
災
住
民 

避
難
所
・
被
災
住
民 

避
難
所
・
被
災
住
民 

避
難
所
・
被
災
住
民 

避
難
所
・
被
災
住
民 

避
難
所
・
被
災
住
民 

避
難
所
・
被
災
住
民 

避
難
所
・
被
災
住
民 

避
難
所
・
被
災
住
民 

地域内輸送拠点 

市に 3拠点 

小学校区ごとに配置 

救援物資等の流れ 

ヘリポート 

ヘリを活用した輸送 
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第４節  自衛隊の災害派遣要請に関する資料  

 

第１ 災害派遣要請フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市長および 

関係機関の長 

滋賀県知事 自衛隊派遣部隊 

指揮官および連絡

班 

陸上自衛隊（陸上自衛隊第３戦車大隊） 

自衛隊派遣部隊等の撤収 

撤
収
要
請 

派
遣
部
隊
の
撤
収 

協議 協議 

本部長 滋賀県知事 県地方機関の長 

警察署長 

指定地方行政機関の長 

陸上自衛隊（陸上自衛隊第３戦車大隊） 

派
遣
要
請 

 

受入施設等の確保 

防災関係機関との役割分担 

作業計画、資機材の準備 

被 災 地 で の 救 援 活 動 

県
・
市
の
受
入
体
制 

自
衛
隊
の
災
害
派
遣 

派 

遣 

要 

請 

要請依頼 要請依頼 
 
要請依頼 
 
要請依頼 

※事態の推移により要請しないと 
決定した場合、その旨連絡 

派
遣
活
動 

緊急通知 
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第２ 連絡先 

 

機関名 連絡窓口 所在地 電話等 

陸上自衛隊 

今津駐屯地 

第３戦車大隊長 

（窓口：第 3 係） 

高島市今津町平郷国

有地 

NTT：0740-22-2581（内線 勤務時間内：

235・272、勤務時間外：249） 

防災無線： 171-0（電話）、171-1（FAX） 

自衛隊防災用携帯電話：070-7020-0923 

陸上自衛隊 

大津駐屯地 

中部方面混成団長

(大津駐屯地司令) 
大津市際川 1-1-1 

NTT:077-523-0034（内線：230・232） 

防災無線：174-0 

 

 

第３ 自衛隊災害派遣要請の範囲 

 

 項目 活動内容 

１ 被害状況の把握 車両、航空機等状況に適した手段による情報収集 

 

２ 避難の援助 避難者の誘導、輸送等（避難指示が発令された場合） 

 

３ 遭難者等の捜索、救助 行方不明者、負傷者等の捜索、救助（ただし、緊急を要

し、かつ、他に適当な手段がない場合、他の救援作業等に

優先して実施する。） 

４ 水防活動 堤防護岸等の決壊に対する土のうの作成、積込および運搬 

５ 消防活動 利用可能な消防車、その他の防火器具による消防機関への

協力（薬剤等については、関係機関準備） 

６ 道路または水路等交通路上の

障害物の除去 

施設の損壊または障害物がある場合の啓開除去等 

７ 応急医療、救護および防疫 被災者の応急医療、大規模な感染症等の発生に伴う応急衛

生（薬剤については、市が準備） 

８ 通信支援 自衛隊の通信連絡に支障のない範囲における通信支援 

 

９ 人員および物資の緊急輸送 救急患者、医師、その他救難活動に必要な人員および救援

物資の緊急輸送 

10 炊飯および給水支援 被災者への炊飯、給水支援（飯米、水等については市が準

備） 

11 救援物資の無償貸与または譲

与 

｢防衛省の管理に属する物品は無償貸付及び譲与等に関する

省令｣（昭和 33 年総理府令 1号）による 

12 危険物の保安および除去 火薬類、爆発物等危険物について能力上可能な範囲での保

安措置および除去 

13 その他 県知事が必要と認め、自衛隊の能力で対処可能なものにつ

いて関係部隊の長と協議して決定 
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第４ 自衛隊災害派遣部隊の活動範囲 

 

区分 活動範囲 

即時および応急救援活動 

（災害発生直後、人命救助

第一義として即時に行う救

助活動） 

1 偵察、連絡活動 

空・地よりの偵察、連絡、被害状況の把握および情報の提供 

2 救出、救助、避難支援等 

被災者の捜索救助および避難路の啓発輸送、応急救護、空・地

よりの避難誘導支援 

3 緊急輸送 

患者および人命救助に必要な人員、物資等を車両・航空機によ

り輸送 

4 消火活動 

利用可能な消防車、消・防火用具による消防機関への協力 

5 資料提出および広報活動 

県本部、関係機関への資料の提出および空・地よりの立体的広

報協力 

6 危険物の保安および除去 

火薬類・爆発物等、能力上可能な危険物の保安措置および除去 

組織的救援活動（即時およ

び応急救援活動に引き続き

被害状況の概要が判明した

派遣部隊の主力をもってす

る組織化された救助活動） 

1 土木活動 

道路、水路の応急啓開作業 

2 水防活動 

堤防護岸等の決壊に伴う応急復旧作業 

3 架橋活動 

応急橋りょうの構築 

4 通信支援 

自衛隊の通信連絡に支障のない限度において各種有・無線活動

支援 

5 医療、救護活動 

応急医療、防疫活動および医具、血液薬品等の輸送 

6 炊飯および給水支援 

被災地、避難地における炊飯、給水支援 

7 救援物資の無償貸付および譲渡 

｢防衛省の管理に属する物品は無償貸付及び譲与等に関する省

令｣ （昭和 37年総理府令第 1号）による。 

ただし、譲渡は、県本部、市本部、その他の公共機関の援助が

受けられず当該物品の譲渡を受けなければ生命、身体が危険であ

ると認められる場合に限る。 

その他 要請に基づき自衛隊の能力で処置が必要なものについて所用の活

動を行う。 
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第５節  災害救助法の適用に関する資料  

 

第１ 災害派遣要請フロー 

 

指            標 基準(滅失世帯) 

○市内の住宅滅失世帯数（災害救助法施行令第１条第１号） 60世帯以上 

○県内の住宅滅失世帯数 

かつ市内の住宅滅失世帯数（災害救助法施行令第１条第２号） 

1,500世帯以上 

30世帯以上 

○県内の住宅滅失世帯数 

かつ市内の住宅滅失世帯数（災害救助法施行令第１条第３号） 

7,000世帯以上 

多数の世帯 

 ・被災者に対する食品もしくは生活必需品の給与等について特殊の補給

方法を必要とし、または被災者の救出について特殊の技術を必要とす

ること。（平成 25 年内閣府令第 68号第 1条） 

 

○災害が隔絶した地域に発生したものである等、被災者の救護を著しく困

難とする特別の事情がある場合であって、かつ、市内で多数の住宅が滅

失。（災害救助法施行令第 1条第３号） 

 

○多数の者が生命または身体に危害を受け、または受けるおそれが生じた

場合であって、内閣府令で定める基準に該当する場合（災害救助法施行

令第１条第４号） 

 

 

 

・災害が発生し、または発生するおそれのある地域に所在する多数の者

が避難して継続的に救助を必要とすること。（平成 25年内閣府令第

68号第 2条第 1号） 

・被災者に対する食品もしくは生活必需品の供与等についての特殊の補

給方法を必要とし、または被災者の救出について特殊の技術を必要と

すること。（平成 25年内閣府令第 68号第 2条第 2号） 
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第２ 災害救助法による救助の種類と実務者 

 

災害救助法による救助の種類 

○ 避難所（福祉避難所含む。）および応急仮設住宅の供与 

○ 炊出しその他による食品および飲料水の供与 

○ 被服、寝具その他生活必需品の給与または貸与 

○ 医療および助産 

○ 被災した者の救助 

○ 被災した住宅の応急修理 

○ 生業に必要な資金、器具または資料の給与または貸与 

○ 学用品の給与 

○ 埋葬 

○ 遺体の捜索および処理 

○ 災害によって住居またはその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常的に著しい支障を及ぼし

ているものの除去 

救助の実施者 

①  県知事は、救助を迅速、的確に行うために、必要があると認めるときには、救助の実施に

関するその職権の一部を本部長に委任し、委任を受けた本部長は委任された事項についての

実施責任者となる。 

②  県知事により本部長に事前に委任されている救助の種類 

ア  収容避難所の設置および収容 

イ 炊出しその他による食品の給与 

ウ 飲料水の供給 

エ  被服、寝具その他生活必需品の給与または貸与 

オ  医療および助産 

カ  り災者の救助 

キ  学用品の供与 

ク  住宅の応急修理 

ケ  遺体の捜索、埋葬、処理 

コ 障害物の除去 
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第３ 災害救助事務フロー 

 

 
処理項目 内閣府 滋賀県 市町 備考 

被害状況の

把握 

 ●災害対策本部員会議設置 ●迅速・正確に管内の被害状況を把握 ▼「被害認定基準」 

被害状況報

告 

●連絡受理、待機 ●待機体制の旨連絡 

 

※解散時も連絡のこと 

●被害状況を集計 

●速やかに被害状況を滋賀県に報告  

 

 

 

●報告受理 

 

 

●滋賀県防災危機管理局長と災害救助

法適用について情報交換 

●災害対策本部体制の設置 

●市町からの被害報告を確認、集計

し、直ちに内閣府への報告 

 

 

 

 

 

※以下、状況判明次第随時報告 

 

 

 

●（災害救助法の適用を検討する場

合）県内関係機関へ情報提供 

被害状況の報告 

・災害発生日時、場所 

・災害の要因 

・被害状況 

・既にとった救助措置 

・今後の救助の見込み 

 

 

※以下、状況判明次第随時報告 

※必要に応じ災害対策本部を設置 

▼報告内容等 

＝参考編「災害救助状況

報告様式」 

▼報告主任 

滋賀県防災危機管理局 

地震・危機管理室 地

震・防災係 

▼報告先（電話） 

 内閣府防災担当 

 災害救助・救援対策室

救助係 

 TEL 03-3501-5191 

▼県内関係機関 

・日本赤十字社滋賀県支

部 

TEL 077-522-6758 

FAX 077-523-4502 

・財務省近畿財務局大津

財務事務所 

TEL 077-522-3765 

FAX 077-525-3433 

災害救助法

適用の決定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●報告の受理 

●助言・指導 

※必要に応じ災害対策本部を設置 

 

●国土交通省、日本赤十字社等への連

絡 

 

 

●（市町から知事へ災害救助法の適用

基準に相当すると判断される場合） 

 

 

 

●災害対策本部において市町を単位と

して法の適用を決定 

（緊急性が高い場合は、本部長（知事）

の決定をもって災害対策本部の決定と

みなす） 

 

●内閣総理大臣に報告 

 

 

 

●公示、市町、関係機関へ通知 

 

●県内各関係機関に連絡（連絡・協

力） 

●必要に応じて現地確認 

 

●知事に法適用を協議 ▼適用基準 

＝第 3 章第 4 節第 1、2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼県内関係機関 

・日本赤十字社滋賀県支

部 

TEL 077-522-6758 

FAX 077-523-4502 

・財務省近畿財務局大津

財務事務所 

TEL 077-522-3765 

FAX 077-525-3433 

 

 

 

 

 

 

 

  

知事が該当市町長へ災害救助法適用について意向確認 
（知事と市町長との合意をもって、法の適用要請とみなす） 
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処理項目 内閣府 滋賀県 市町 備考 

応急救助の

実施 

●必要に応じ他の都道府県知事に対し

て応援を要請 

●救助の実施 

●必要に応じ他の市町に対して救助業

務の応援を要請 

●救助の実施 

【知事からの委任に係る救助】 

 《救助日報》 

▼救助日報 

＝参考編「救助日報様

式」 

▼救助の委任 

中間報告  

●報告の受理 

●助言、指導 

 

 

 

 

 

●報告の受理 

●災害救助法の適用状況報告 

 

 

●報告の受理、集計 

●救助実施状況および今後の救助の実

施予定等の報告 

 

 

※以下、必要に応じ随時報告 

 

●救助の実施状況および今後の救助の実施

予定等の報告 

 

 

※以下、必要に応じ随時報告 

 

 

 

 

 

▼報告内容（中間報告） 

必要に応じ

特別基準の

申請 

 

※申請は救助

の種類ごとの

期間内に行う

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

●承認の可否および程度等の判断、助

言・指導（可の場合） 

 

●被害が甚大等のため、「災害救助法に

よる救助の程度、方法及び期間並び

に実費弁償の基準」による救助の種

類ごとに、この基準により難い特別

の事情のあるときは、その都度特別

基準を内閣総理大臣に協議 

 

 

 

●実施 

●必要に応じ、知事に特別基準の要請 

 

 

 

 

▼災害救助法による救助

程度、方法および期間

ならびに実施弁償 

＝資料編 

▼特別基準の申請 

 

※とりあえず電話で報告

後、速やかに文書送付 

 

救助完了報

告 

 

 

 

 

 

 

 

●報告の受理 

●助言・指導 

 

 

 

●応急救助の完了後 

 ①確定被害状況 

 ②救助の種類ごとの実施 

 救助費概算所要額等を報告 

 

 

 

 

●応急救助の完了後 

 ①確定被害状況 

 ②通知を受けて行った救助の種類ごとの

実施状況および救助費概算所要額等を

報告 

 

 

 

 

 

 

 

負担金申請

等 

 

 

 

 

 

 

●申請に基づく交付決定 

●資金示達 

●清算確定 

 

 

 

●清算交付を内閣総理大臣に申請 

 ※翌年度の 6 月 15 日期限 

 

 

 

 ※特別の事情がある場合、概算交付

を受けることができる 

●応急救助等に基づく救助費（繰替支弁を

行った額）を知事に申請 

 

 

▼救助費（繰替支弁分）

交付申請 

 

▼救助の委任 
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第６節  避難行動に関する資料  

 

第１ 警戒区域の設定権者と災害の種類、内容（要件）等 

 

設定権者 災 害 の 種 類 内  容 （要  件） 根  拠 

市長 災害全般 

災害が発生し、または災害が発生しようと

している場合において、人の生命または身

体に対する危険を防止するため特に必要が

あると認めるとき。 

基本法第 63条 

警察官 災害全般 

同上の場合において、本部長もしくはその

委任を受けた市本部の吏員が現場にいない

とき、またはこれらの者から要求があった

とき。 

基本法第 63条 

人の生命もしくは身体に危険を及ぼし、ま

たは財産に重大な損害を及ぼすおそれのあ

る危険な事態にある場合 

警察官職務執行

法第４条 

自衛官 災害全般 
市長等、警察官がその場にいない場合に限

る。 
基本法第 63条 

消防吏員または消

防団員 

火災を除く 

災害全般 

災害の現場において、消防活動の確保を主

目的に設定する。 

消防法第 36条に

おいて準用する

同法第 28条 

消防機関に属する

者 
洪水 水防上緊急に必要がある場所に設定する。 水防法第 21条 

県知事による応急措置の代行 

市長がその全部または大部分の事務を行う

ことができないときは、警戒区域の設定等

の措置の全部または一部を代行する。 

基本法第 73条 

※警察官は、消防法第 28条、第 36条、水防法第 21条の規定によっても、第一次的な設定権者が
現場にいない場合またはその要求があったときには警戒区域を設定できる。 
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第２ 避難の実施責任者、措置および実施の基準等 

 

警戒 

レベル 
区分 実施責任者 措置 実施の基準 

警
戒
レ
ベ
ル
３ 

高
齢
者
等
避
難 

市長 

要配慮者等(社会福

祉施設を含む)に対

する避難情報の発表 

○要配慮者が避難を開始しなければなら

ない段階で、人的被害が発生する可能

性が高まったとき。 

○山間地域等で災害の推移によっては交

通支障による孤立が懸念される、また

は避難段階において状況が悪化し、被

災する危険性が高まるおそれがあると

判断されるとき。 

警
戒
レ
ベ
ル
４ 

避
難
の
指
示 

市長 

（基本法第 60条） 

立退きの指示および

立退き先の指示 

○災害が発生し、または発生するおそれ

がある場合で、特別の必要があると認

められるとき。 

県知事およびその命を受

けた職員「地すべり等防

止法第 25条」 

立退きの指示 
○地すべり等により、著しい危険が切迫

していると認められるとき。 

水防管理者（水防法第 29

条） 
立退きの指示 

○洪水により著しい危険が切迫している

と認められるとき。 

警察官 

（基本法第 61条、警察官

職務執行法第 4 条） 

立退きの 

指示警告 

避難等の措置 

○市長が避難のための立退きを指示する

ことができないとき。 

○市長から要求があったとき 

○重大な被害が切迫したと認めるとき

は、警告を発し、または特に急を要す

るときにおいて危害を受けるおそれの

ある者に対し、必要な限度で避難の措

置を執る。 

自衛官 

（自衛隊法第 94 条） 

避難について 

必要な措置 

○災害により危険な事態が生じたときに

おいて、警察官がその場にいないとき

に限り、災害派遣を命じられた部隊等

の自衛官は避難について必要な措置を

執る。 

緊急安全確保措置、避難指示 

に当たっての助言 

(基本法第 61条の 2) 

○指定行政機関の長もしくは指定地方行政機関の長または知

事は、緊急安全確保措置または避難指示に関する事項につ

いて市長から助言を求められた場合には、その所掌事務に

関し、必要な助言をする。 

県知事による避難の指示の代行 

（基本法第 73条） 

○県知事は、市長がその全部または大部分の事務を行うこと

ができないときは、避難のための立退きおよび指示に関す

る措置の全部または一部を代行する。 

緊急安全確保措置または避難指示 

の解除に当たっての助言 

（土砂災害防止法第 32 条） 

○国土交通大臣または県知事は、緊急安全確保措置または避

難指示の解除に関する事項について市長から助言を求めら

れた場合には、必要な助言をする。 

※避難のための立退きを行うことにより、かえって人の生命または身体に危険が及ぶおそれがあると認めるとき

は、緊急安全確保措置を指示することができる。 
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第３ 避難の流れ 

 

① 風水害、土砂災害等の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

自宅が河川の洪水浸水想定区域や

土砂災害警戒区域内にある 

自宅で安全確保【在宅避難】 
（ただし、周りと比べて低い土地やがけのそば

などに住んでいる場合は、避難情報を確認し

安全な場所への避難を検討） 

次の要件を全て満たす 
①自宅が家屋倒壊等氾濫想定区域の外にある 

②自宅が土砂災害警戒区域の外にある 

③家の２階等、浸水する深さよりも高い居室

に避難ができる 

④浸水しても水や食料等の備えが十分にあ

り、水が引くまで我慢できる 

 

自分や家族の避難に時間がかかる

（高齢者・乳幼児等） 

安全な場所に住んでいて身を寄せ

られる親戚や知人がいる 

高齢者等避難

が出たら安全

な親戚や知人

宅に避難【縁

故避難】 

自宅で浸水する深さより高い居室

に避難【垂直避難】 

安全な場所に住んでいて身を寄せ

られる親戚や知人がいる 

台風の接近、大雨警報等の発表 

風水害・土砂災害発生のおそれ 

避難指示が出

たら安全な親

戚や知人宅に

避難【縁故避

難】 

避難指示が出

たら指定緊急

避難場所に避

難【水平避

難】 高齢者等避難

が出たら指定

緊急避難場所

に避難【水平

避難】 

いいえ 

はい 

はい 

いいえ 

いいえ 

はい はい 

いいえ はい 

いいえ 
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② 地震災害等の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

身の安全を確保する 

自宅が倒壊または火災の危険がある 

自宅で安全確保【在宅避難】 

地域の自治会・自主防災組織で 

一時集合場所が決まっている 

 

一時集合場所で安否確認 

※消火、救助等の自主防災活動の実施 

指定緊急避難場所へ避難 

自宅が被災し居住できない 

安全な場所に住んでいて身を

寄せられる親戚や知人がいる 

安全な親戚や知人宅に避難 

【縁故避難】 

 

倒壊または火災の危険がなくな

ったら自宅に戻る 

 

指定避難所で避難生活 

地震発生 

はい 

いいえ 

いいえ 

はい 

はい 

いいえ 

いいえ はい 
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第７節  消防団に関する資料  

 

団
長 

副
団
長 

米
原
方
面
隊 

方
面
隊
長 

第１ 
分団 

分 
団 
長 

副分
団長 

機関
班長 

班長 班員  
米原・米原西・梅ヶ原・下多良・ 
中多良・上多良・多良 

第２ 
分団 

分 
団 
長 

副分
団長 

機関
班長 

班長 班員  朝妻・筑摩・磯・入江・賀目山 

第３ 
分団 

分 
団 
長 

副分
団長 

機関
班長 

班長 班員  
河南・樋口・南三吉・三吉・西坂・ 
東番場・西番場 

第４ 
分団 

分 
団 
長 

副分
団長 

機関
班長 

班長 班員  一色・醒井・枝折・下丹生・上丹生 

近
江
方
面
隊 

方
面
隊
長 

第 1 
分団 

分 
団 
長 

副分
団長 

機関
班長 

班長 班員  多和田・能登瀬・日光寺・寺倉・新庄 

第２ 
分団 

分 
団 
長 

副分
団長 

機関
班長 

班長 班員  
箕浦・西円寺・舟崎・高溝・顔戸・ 
重町 

第３ 
分団 

分 
団 
長 

副分
団長 

機関
班長 

班長 班員  
岩脇・長沢・宇賀野・飯・世継・ 
さくらが丘 

山
東
方
面
隊 

方
面
隊
長 

第１ 
分団 

分 
団 
長 

副分
団長 

機関
班長 

自動車 
班長 
班長 

班員  
長久寺・柏原・須川・大野木・清滝・
梓・河内 

第２ 
分団 

分 
団 
長 

副分
団長 

機関
班長 

班長 班員  
志賀谷・北方・菅江・山室・大鹿・ 
堂谷・本郷・長岡・万願寺・西山・ 
加勢野 

第３ 
分団 

分 
団 
長 

副分
団長 

機関
班長 

班長 班員  
市場・夫馬・朝日・烏脇・坂口・ 
村居田・井之口・野一色・小田・間
田・天満・本市場・池下 

伊
吹
方
面
隊 

方
面
隊
長 

第 1 
分団 

分 
団 
長 

副分
団長 

機関
班長 

班長 班員  
春照・高番・杉澤・伊吹ヶ丘・村木・
南川・大清水・藤川・寺林・上平寺 

第２ 
分団 

分 
団 
長 

副分
団長 

機関
班長 

班長 班員  大久保・小泉・伊吹・上野・弥高 

第３ 
分団 

分 
団 
長 

副分
団長 

 班長 班員  
甲津原・曲谷・甲賀・吉槻・上板並・
下板並 

※アンダーラインで示す班にポンプ車が配備されている。 
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第８節  医療救護に関する資料  

 

第１ 局面に応じた医療救護活動 

 

フェーズ

（局面） 

期間 医療救護活動 

第１ 発生から３時間程度 ○本部の立ち上げ 

○災害医療コーディネーターの登庁 

○情報の収集 

○災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）派遣要請 

第２ 発生から３日以内 ○災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の活動調整 

○医療救護班派遣要請 

○他府県への支援要請 

○こころのケアチーム（ＤＰＡＴ）の派遣 

第３ 発生から４日～２週間 ○医療救護班の派遣、こころのケアチーム（ＤＰ

ＡＴ）の派遣調整 

○他府県からの医療救護班の受入要請 

第４ 発生から２週間～２か月程度 ○防疫および保健衛生 

 

 

第２ 感染症指定医療機関（滋賀県） 

 

① 第一種感染症指定医療機関の指定状況 
 

No. 病院名 病床数 

１ 大津市民病院 2 床 

令和 2年 10月 1日現在 

② 第二種感染症指定医療機関の指定状況 
 

No. 病院名 

病床数 

感染症病床 
結核病床 

(稼働病床) 

一般病床または

精神病床 

１ 大津市民病院 6床   

２ 済生会滋賀県病院 6床   

３ 公立甲賀病院 4床  2床 

４ 近江八幡市立総合医療センター 4床   

５ 彦根市立病院 4床 10床  

６ 長浜赤十字病院 4床   

７ 高島市民病院 4床   

８ 独立行政法人地域医療機能推進機構 

滋賀病院 

 
10床 

 

９ 国立病院機構 東近江総合医療センター  16床 4床 

令和 2年 10月 1日現在 
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第３ 市内医療施設一覧 

 

番号 診療所名 診療科目 住所 電話 

１ 
医療法人悠悠会 

いそクリニック 
内科・消化器科・歯科 

米原市磯 

1729-1 
52-1100 

２ 伊藤内科医院 内科・消化器科 
米原市入江 

1673 
52-3534 

３ おおはらクリニック 内科・小児科・消化器科 
米原市市場 

411 
55-1009 

４ かがい医院 
内科・小児科・放射線科・ 

リハビリテーション科 

米原市箕浦 

372 
52-9333 

５ 
医療法人 

かしはら診療所 
内科・循環器科 

米原市柏原 

2100 
57-0855 

６ 北村内科循環器科医院 内科・循環器科・皮膚科 
米原市下多良 

一丁目 7 
52-0172 

７ 
医療法人寛博会 

工藤神経内科クリニック 
内科・神経内科 

米原市下多良 

三丁目 36 
52-6760 

８ 
医療法人社団 

柴田医院 
内科・外科・麻酔科 

米原市入江 

500 
52-3217 

９ 地域包括ケアセンターいぶき 
内科・小児科・循環器科・消化

器科・リハビリテーション科 

米原市春照 

58-1 
58-1222 

10 
医療法人福光会 

塚田医院 
内科・消化器内科・小児科 

米原市顔戸

433-1 
52-0041 

11 近江診療所 

内科・小児科・外科・消化器

科・リハビリテーション科・眼

科 

米原市新庄 

77-1 
54-2127 

12 米原診療所 内科・外科・小児科・眼科 
米原市三吉 

581 
54-5311 

13 松下医院 内科・小児科 
米原市枝折 

40 
54-1118 

14 三浦医院 内科 
米原市市場 

359 
55-1025 

15 
医療法人緑泉会 

水野医院 
内科・外科 

米原市長岡 

600 
55-2133 

16 
医療法人 

吉田内科クリニック 

内科・消化器科・呼吸器科・循

環器科・小児科 

米原市宇賀野

88-20 
52-6855 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他参照 

湖北医師会管内各

診療所一覧 
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第４ 救護所設置候補施設一覧 

 

 

施設名 位置 備考 

米原市立伊吹山中学校 米原市高番 387 広域避難所 

米原市立柏原中学校 米原市清滝 40-1 同上 

米原市立大東中学校 米原市池下 1054 同上 

米原市立米原中学校 米原市入江 313 同上 

米原市立河南小学校 米原市枝折 77 同上 

米原市立双葉中学校 

（米原市双葉総合体育館） 
米原市顔戸 233 同上 
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第９節  遺体の火葬に関する資料  

 

第１ 遺体安置所候補施設一覧 

 

遺体安置所 地域 所在地 

すぱーく山東 山東地域 池下 80-1 

すぱーく伊吹 伊吹地域 春照 37 

すぱーく米原 米原地域 入江 292 

ふれあいドーム（近江母の郷文化センタ

ー内） 
近江地域 宇賀野 1364-1 

 

 

 

 

第２ 火葬場 

 

火葬場名 管理運営主体 所在地 電話番号 

こもれび苑 湖北広域行政事務センター 長浜市木尾町 1266 0749-74-4949 

木之本斎苑 
湖北広域行政事務センター 

※令和６年４月１日以降閉鎖 
長浜市木之本町木之本 100 0749-82-5711 
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第 10 節  水防に関する資料  

 

第１ 重要水防区域 

 

河川名 
左右 
岸 

要水防区域 重要水防区域 特に重要な水防区域 

区域 
延長 
(㎞) 

区域 
延長 
(㎞) 

区域 
延長 
(㎞) 

矢倉川 右岸 
JR琵琶湖線より国道 8

号まで右岸 1.3km 
1.3     

天野川 両岸 
河口より上流中井川合流

点まで両岸 1.9㎞ 
3.8 

飯集落と平行する県

道部右岸 0.5km 
国道近江橋より上流
日光寺川合流点まで

右岸 0.55km 
箕浦橋から下流左岸
0.6km 

万願寺左岸 0.5km 

2.15 万願寺左岸 0.5km 0.5 

日光寺川 両岸 
日光寺人家中両岸 0.5km 
天野川合流より上流両岸

0.3km 

1.6     

菜種川 両岸 

天野川合流点より県道樋

口岩脇線まで両岸 1km 
国道 21号より上流両岸
0.1km 

2.2 国道 21号より上流両
岸 0.1km 

0.2   

県道樋口岩脇線より上流
両岸 0.5km 

1.0     

長老墓地川 両岸 天野川合流点より上流両
岸 1.4km 

2.8     

丹生川 両岸 
天野川合流点より上流両

岸 3.2km 
6.4 

上丹生人家中両岸

0.15km 
0.3 

上丹生人家中両岸

0.1km 
0.2 

総谷川 両岸 
醒ヶ井養鱒場より下流両

岸 0.3km 
0.6     

梓川 
右岸 

天野川合流点より上流
2.8km 

2.8 
梓河内人家中 

両岸 2km 
4.0   

左岸 
天野川合流点より上流
4.2km 

4.2 

弥高川 両岸 天野川合流点より上流両
岸 3.8km 

7.6 国道 365号より上流
両岸 0.3km 

0.6   

油里川 両岸 天野川合流点より上流両
岸 2.6km 

5.2 国道 365号より下流
右岸 0.7km 

0.7   

政所川 両岸 
天野川合流点より上流両

岸 2.0km 
4.0 

大野木人家中左岸

1.0km、右岸 0.5km 
1.5   

砂走川 両岸 
白木川合流点より上流両

岸 1.0km 
2.0 

JR橋より下流両岸

0.3km 
0.6   

白木川 両岸 
砂走川合流点より上流両
岸 0.4km 

0.8     

枝川 両岸 
砂走川合流点より上流両
岸 0.4km 

0.8 
国道 21号より下流両
岸 0.2km 

0.4   

市場川 両岸 名神高速道路より下流両
岸 1.0km 

2.0 同左 2.0   

中井川 両岸 天野川合流点より上流両
岸 0.3km 

0.6     

奥出川 両岸 
天野川合流点より上流両

岸 0.3km 
0.6     

土川 両岸 
河口より上流長浜市境界

点まで両岸 2.3km 
4.6     

出川 両岸 
姉川合流点より上流両岸
0.7km 

1.4     

姉川 左岸 
長浜市境より上流左岸
2.5km 

2.5 
長浜市境より上流左
岸 2.5km 

2.5   
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第２ 構造物重要水防箇所 

 

ダム調書 

河川名 名称 
位置 

管理者 
総貯水量 

用途 
字 (×1,000㎥) 

姉川 姉川ダム 曲谷 滋賀県 7,600 治水、維持用水 

堰調書 

河川名 名称 
位置 

管理者 構造 用途 
字 

天野川 天野川合同 河南 天野川沿岸土地改良区 鋼製ゲート 農業用水 

天野川 大井 万願寺 米原市 鋼製ゲート 農業用水 

姉川 姉川合同 伊吹 姉川沿岸土地改良区 コンクリート 農業用水 

姉川 梅の木 上板並 梅の木水利組合 コンクリート 農業用水 

天野川 山田 長岡 米原市 ゴム井堰 農業用水 

土川 土川 長沢 米原市 鋼製ゲート 農業・防火用水 
 

水門・樋門調書 

河川名 名称 
位置 

管理者 構造 摘要 
字 

承水溝 入江干拓排水機場 入江 入江干拓土地改良区理事長 鋼製ゲート － 

承水溝 入江干拓排水機場 入江 入江干拓土地改良区理事長 鋼製ゲート 排水機場内 
 

揚・排水機場調書 

河川名 名称 
位置 

管理者 
揚・排水

量 
ポンプ径 摘要 

字 

入江 
干拓 

入江干拓排水機場 入江 入江干拓土地改良区理事長 7.14 m3/s 
Dφ800×2 
Eφ600×1 
 φ800×3 

－ 

 

橋梁調書（水防上特に重大な影響を持つ橋梁） 

河川名 路線名 橋梁名 形式 位置 
通行上の 
支障の有無 

摘要 

和佐川 樋口岩脇線 西円寺橋 Ks 樋口 無 米原を縦貫する最短道路のため 

丹生川 国道21号 丹生川橋 Kt 枝折 無 
米原を縦貫し、丹生川沿岸に通ずる最短道

路のため 

梓川 天満一色線 新梓川橋 Pc 長岡一色 無 
天野川合流点上流部梓川を横過し、天野川

沿岸に通ずる最短道路のため 

梓川 国道21号 梓関の上橋 Sg 梓河内 無 梓川両岸堤防に通ずる最短道路のため 
 

水資源機構管理施設調書 

【水門・樋門調書】 

名称 
位置 

操作基準 
本体構造 施設規模 

字 ゲート構造 高さ(m)×巾(m)×門数 
磯川樋門 磯地先 施設管理規程による 鉄筋コンクリート造鋼製ローラゲート 5.0×2.5×2 

磯北川樋門 入江地先 施設管理規程による 鉄筋コンクリート造鋼製ローラゲート 5.0×2.5×2 

入江川樋門 入江地先 施設管理規程による 鉄筋コンクリート造鋼製ローラゲート 4.5×2.5×3 

今江川樋門 朝妻地先 施設管理規程による 鉄筋コンクリート造鋼製ローラゲート 3.5×2.5×2 

朝妻樋門 朝妻地先 施設管理規程による 鉄筋コンクリート造鋼製ローラゲート 4.0×2.0×1 

【排水機揚調書】 

名称 

位置 

操作基準 建屋構造 

ポンプ本体 

字 
管径 
(mm) 

型式 
馬力×台数 

総排水
量 

（m3/s） 
磯排水機場 磯地先 施設管理規程による R.C上屋地上１階 500 横軸々流P×2、E25ps×2 1.1 

米原排水機場 入江地先 施設管理規程による R.C上屋地上１階 1,350 横軸々流P×2、E150ps×2 7.0 
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第３ 防災重点ため池 

 

溜池名 位置 管理者 

ため池の規模 予想される被害 

受益 
面積 堤高 堤長 貯水量 

経過 
年数 

人家 
公共 
建物 

鉄道 
道路 

農地 

ha ｍ ｍ ㎥  戸 棟 ｍ Ha 

春照溜 春照 春照自治会長 19.0  4.7 200 11,700 不明 65 1 880 2.8 

神戸溜 大清水 大清水営農組合 4.8 8.2 65 15,000 不明 44 1 2,040 21.1 

大清水平野溜 大清水 大清水営農組合 15.0 6.0 40.0 23,000 不明 51 1 2,350 13.7 

弥高平野溜 弥高 弥高水利組合 5.0 7.0 60.0 6,000 不明 17 1 1,390 11.0 

平尾溜 弥高 弥高水利組合 2.0 10.0 80.0 5,000 不明 17 1 1,390 11.1 

灰尾溜 弥高 弥高水利組合 31.0 11.7 72.0 14,100 不明 75 1 3,160 21.9 

東野溜 弥高 弥高水利組合 3.4 6.5 122.0 2,900 不明 15 1 1,990 9.4 

上野Ｐ１溜 上野 上野西懸水利組合 14.3 4.5 84.0 2,200 13年 22 1 1,160 6.1 

上野Ｐ２溜 上野 上野西懸水利組合 15.7 4.5 121.0 4,400 14年 2 1 530 2.1 

村内池 須川 須川自治会長 5.2 4.0 15.0 600 100年 3 0 130 1.6 

尼ヶ洞池 須川 須川自治会長 5.2 1.3 40 2,400 50年 27 0 660 3.9 

伝性寺池 山室 山室自治会長 6.8 4.2 115.0 3,400 300年 4 0 430 5.2 

高屋池 菅江 菅江自治会長 10.2 5.0 45.0 8,300 300年 30 1 1,530 7.2 

大鎌溜 西坂 西坂自治会長 10.0 7.9 70.0 7,500 
200年 
H10 改修 

2 - - 9.5 

鞍馬池 多和田 多和田自治会長 7.0 3.7 30.0 800 200年 79 1 860 0.1 

宮ノ前池 顔戸 顔戸自治会長 3.0 4.2 56.0 5,000 
100年 
H14 改修 

36 3 740 0.6 

東谷池 日光寺 日光寺自治会長 10.0 7.2 57.0 8,200 
不明 

H11 改修 16 - 1,200 6.0 

宮谷池 山室 山室自治会長 10.0 2.9 65.0 1,400 不明 14 1 450 1.1 

清滝の溜池 清滝 清滝自治会長 5.9 3.9 80.0 6,100 不明 7 - 640 4.4 

蓮華寺溜 番場 蓮華寺 0.5 1.7 35.0 500 不明 21 - - - 

深谷下溜 大野木 大野木自治会長 13.0 4.2 50.0 3,200 100年 15 - 260 1.9 
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第 11 節  原子力防災の応急対策に関する資料  

 

第１ 重要水防区域 

 

 基準の種類 基準の概要 初期設定値※１ 防護措置の概要 

緊
急
防
護
措
置 

ＯＩＬ１ 

地表面からの放射線、再浮

遊した放射性物質の吸入、

不注意な経口摂取による被

ばく影響を防止するため、

住民等を数時間内に避難や

屋内退避等させるための基

準 

500μSv/h 

（地上１m で計測した場合の 

空間放射線量率※２） 

数時間内を目途

に区域を特定

し、避難等を実

施(移動が困難

な者の一時屋内

退避を含む） 

ＯＩＬ４ 

不注意な経口摂取、皮膚汚

染からの外部被ばくを防止

するため、除染を講じるた

めの基準 

β線：40,000 cpm※３ 

（皮膚から数 cm での検出器の計数率） 

避難基準に基づ

いて避難した避

難者等をスクリ

ーニングして、 

基準を超える際

は迅速に除染 

β線：13,000cpm※４【１か月後の値】 

（皮膚から数 cm での検出器の計数率） 

早
期
防
護
措
置 

ＯＩＬ２ 

地表面からの放射線、再浮

遊した放射性物質の吸入、

不注意な経口摂取による被

ばく影響を防止するため、

地域生産物※5 の摂取を制

限するとともに、住民等を

1週間程度内に一時移転さ

せるための基準 

20μSv/h 

（地上１m で計測した場合の 

空間放射線量率※２） 

１日内を目途に

区域を特定し、

地域生産物の摂

取を制限すると

ともに１週間程

度内に一時移転

を実施 

飲
食
物
摂
取
制
限
※
９ 

飲食物に係

るスクリー

ニング基準 

ＯＩＬ６による飲食物の摂

取制限を判断する準備とし

て、飲食物中の放射性核種

濃度測定を実施すべき地域

を特定する際の基準 

0.5μSv/h※6 

（地上１m で計測した場合の 

空間放射線量率※２） 

数日内を目途に

飲食物中の放射

性核種濃度を測

定すべき区域を

特定 

ＯＩＬ６ 

経口摂取による被ばく影響

を防止するため、飲食物の

摂取を制限する際の基準 

核種※7 

飲料水、 

牛乳・ 

乳製品 

野菜類、穀

類、肉、卵、

魚、その他 

１週間内を目途

に飲食物中の放

射性核種濃度の

測定と分析を行

い、基準を超え

るものにつき摂

取制限を迅速に

実施 

放射性ヨウ素 300Bq/kg 2,000Bq/kg※8 

放射性セシウ

ム 
200Bq/kg 500Bq/kg 

プルトニウム

および超ウラ

ン元素のアル

ファ核種 

1Bq/kg 10Bq/kg 

ウラン 20Bq/kg 100Bq/kg 

※１「初期設定値」とは、緊急事態当初に用いる OIL の値であり、地上沈着した放射性核種組成が明確になった時

点で必要な場合には OIL の初期設定値は改定される。 

※２ 本値は、地上１ｍで計測した場合の空間放射線量率である。実際の適用に当たっては、空間放射線量率計測機

器の設置場所における線量率と地上１ｍでの線量率との差異を考慮して、判断基準の値を補正する必要があ

る。 
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※３ 我が国において広く用いられているβ線の入射窓面積が 20cm2の検出器を利用した場合の計数率であり、表面

汚染密度は約 120Bq/cm2 相当となる。他の計測器を使用して測定する場合には、この表面汚染密度より入射窓

面積や検出効率を勘案した計数率を求める必要がある。 

※４ ※３と同様、表面汚染密度は約 40Bq/cm2相当となり、計測器の仕様が異なる場合には、計数率の換算が必要

である。 

※５ 「地域生産物」とは、放出された放射性物質により直接汚染される野外で生産された食品であって、数週間以

内に消費されるもの（例えば、野菜、該当地域の牧草を食べた牛の乳）をいう。 

※６ 実効性を考慮して、計測場所の自然放射線によるバックグラウンドによる寄与も含めた値とする。 

※７ その他の核種の設定の必要性も含めて今後検討する。その際、ＩＡＥＡのＧＳＧ－２におけるＯＩＬ６値を参

考として数値を設定する。 

※８ 根菜、芋類を除く野菜類が対象。 

※９ ＩＡＥＡでは、飲食物摂取制限が効果的かつ効率的に行われるよう、飲食物中の放射性核種濃度の測定が開始

されるまでの間の暫定的な飲食物摂取制限の実施および当該測定の対象の決定に係る基準であるＯＩＬ３等を

測定しているが、我が国では、放射性核種濃度を測定すべき区域を特定するための基準である「飲食物に係る

スクリーニング基準」を定める。 
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第２ 安定ヨウ素剤の服用に関する留意事項 

 

① 放射性ヨウ素の性質と体内への摂取経路 

 ヨウ素は、もともと自然界に存在する元素で、通常は、飲食物を通じて体内に取り込まれて

いるものであり、人間の体内において、甲状腺ホルモンを作るために不可欠な元素である。 

 ヨウ素の同位体には放射線を出す放射性のヨウ素と放射線を出さないヨウ素とがあり、放射

性ヨウ素が体内に取り込まれると、甲状腺に集積し、それが放出する放射線によって数～数十

年後に甲状腺がんを発病する可能性がある。体内に入った放射性物質は、その放射性壊変と生

体内の代謝によって徐々に量が減っていくが、その間被ばくは持続する。 

 甲状腺への放射線の影響は、外部被ばくによる場合と甲状腺に取り込まれた放射性ヨウ素の

内部被ばくによる場合とがあるが、原子力発電所の事故では、内部被ばくが問題となる。原子

力発電所において重大な事故が発生した場合には、放射性ヨウ素が大気中放出され、それを吸

入する可能性がある。また、大気中に放出された放射性ヨウ素が野菜や貯水池や海洋等に降下

し、それらに汚染された飲食物を摂取すると、放射性ヨウ素が体内に取り込まれることがある。 

 

② 放射性ヨウ素の取り込みによる甲状腺への健康影響 

１）甲状腺がん 

甲状腺等価線量で 50 から 100mSv 以上の放射線被ばくにより甲状腺に癌
が ん

が過剰に発生す

ることが広島、長崎の原爆被爆
ひ ば く

者の疫学調査やチェルノブイリ原発事故後の調査等により知

られている。また、その発生確率は特に乳幼児において高くなることが知られている。放射

線による発がんは、放射線防護の上では確率的影響と考えられている。 

 

２）甲状腺機能低下症 

数 Gｙ以上というかなり高い線量に被ばくした場合、数か月の期間をおいて、甲状腺の細

胞死の結果として甲状腺ホルモンの分泌が減少することにより、甲状腺機能低下症が発症す

ることがある。甲状腺機能低下症の発症は、放射線の確率的影響であって、しきい線量が存

在する。そのしきい線量を超えた場合には、被ばく線量が増加するに従って発生率が増加し、

重篤度も高くなるといわれている。 

 

③ 安定ヨウ素剤による防護効果 

放射性ヨウ素は、主にプルーム通過時の吸入摂取と汚染した飲食物の経口摂取によって体内

に入る。安定なヨウ素も放射性のヨウ素も同じように血中を介して甲状腺に取り込まれる。健

康な成人が安定ヨウ素剤を服用すると、服用後 1～2時間以内に尿中排泄濃度は最大となる。 

その後、時間の経過とともに、尿中ヨウ素排泄量は漸減し、72時間後には、服用した安定ヨ

ウ素剤のほとんどが体内から排出される。 

安定ヨウ素剤を服用すると血中のヨウ素濃度が通常以上に高くなり、甲状腺ホルモンの合成

が一時的に抑えられ、血中から甲状腺へのヨウ素の取り込みが抑制される。また、血中のヨウ

素濃度の大半を安定ヨウ素で占めることにより、放射性ヨウ素の甲状腺への到達量を低減する

ことができる。 

放射性ヨウ素が吸入摂取または体内摂取される前の 24 時間以内または直後に、安定ヨウ素

剤を服用することにより、放射性ヨウ素の甲状腺への集積の 90％以上を抑制することができ

る。また、既に放射性ヨウ素が摂取された後であっても、8時間以内の服用であれば約 40％の
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抑制効果が期待できる。しかし、16時間以降であればその効果はほとんどないと報告されてい

る。このように放射性ヨウ素摂取後では安定ヨウ素剤の防護効果は小さくなるため放射性ヨウ

素が体内摂取される前に予防服用することが大切である。 

安定ヨウ素剤では、放射性ヨウ素が体内に取り込まれること、それ自体を防ぐことはできな

い。また、安定ヨウ素剤は、放射性ヨウ素による甲状腺への内部被ばくを抑えるのみであり、

安定ヨウ素剤では、放射性ヨウ素以外の他の放射性核種に対する被ばくを抑えることはできな

い。したがって、放射性ヨウ素がほとんど存在しない場合や原子炉の運転停止後に時間経過し

て放射性ヨウ素がほとんどなくなっている場合には、安定ヨウ素剤の服用は不要である。もう

一つ重要な点は、放射性ヨウ素により甲状腺に既に生じた障がいを被ばく前の状態に戻すこと

はできない。 

 

④ 安定ヨウ素剤の服用に伴う副作用 

１）副作用の事例 

これまでの原発事故後の安定ヨウ素剤の服用に伴う副作用は、チェルノブイリ原発事故時

のポーランドの事例では、新生児甲状腺機能低下が 0.37％に、子どもの 4．6％に嘔吐、皮

膚の発疹、胃痛、下痢、頭痛等の症状が出たとされている。また、福島第一原発事故時の事

例では、安定ヨウ素剤 14 日以上または 20 丸を連続服用した 229 人中３人(1.3％)に一過性

甲状腺機能低下症がみられている。 

２）服用不適項目に該当する症状 

安定ヨウ素剤の成分またはヨウ素に対し、過敏症の既往歴のある方は服用不適切者と判断

する。 

ヨウ素過敏症は、ヨウ素に対する特異体質を有する者に起こるアレルギー反応である。服

用直後から数時間後までに発症する急性反応で、発病、関節痛、浮腫、蕁麻疹様皮疹、喘息

発作等が生じ、重篤になるとショックに陥ることがある。 

３）慎重投与に該当する症状 

ヨード造影剤過敏症の既往歴、甲状腺機能亢進症、甲状腺機能低下症、腎機能障害、先天

性筋強直症、高カリウム血症、低補体血症性蕁麻疹様血管炎の既往歴、肺結核、ジューリン

グ疱疹状皮膚炎の既往歴の者は、慎重投与対象者と判断する。 

 

⑤ 服用対象者 

原則、次の者を除いて全員が服用する。 

１）服用不適切者 

２）自らの意志で服用をしない者 

この場合、３歳未満の乳幼児は、薬剤師等が粉末剤から調製した液状の安定ヨウ素剤を服

用される。 

なお、妊婦、授乳婦は、新生児への影響を考慮する必要があるが、原則的に服用対象者に

含める。 

また、40歳以上の者については、以前に原子力安全委員会が定めた「原子力災害時におけ

る安定ヨウ素剤予防服用の考え方について(平成 14 年４月)」では、放射線被ばくによる甲

状腺がんの発生リスクが見られないことを理由に服用の必要がないとされていたが、近年の

研究を見ると、甲状腺がんの発生リスクは年齢とともに減少するが、高齢者においてもその

リスクが残存するとの懸念がある。一方、一時的な甲状腺機能低下等の副作用が生じる可能
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性は、年齢が上がるとともに増加するとの報告もあり、こうした安定ヨウ素剤の服用に係る

年齢との関係を理解した上で、服用してもらうこととする。 

・特に新生児、乳幼児や妊婦の服用を優先させる。 

（※乳幼児は、甲状腺濾胞細胞の分裂が成人に比べて活発であり、放射線によるＤＮＡ損傷

の影響が危惧され、安定ヨウ素剤予防服用の効果もより大きい。すなわち、放射性ヨウ素

の内部被ばくによる若年者の甲状腺がんの発生確率が成人に比べて有意な増加が認めら

れていることおよび胎児の被ばくを考慮し、優先的に服用させる必要がある。 

・次の者は、安定ヨウ素剤の服用対象者から除外する。  

ヨウ素摂取により重い副作用が発生するおそれのある者  

ヨウ素過敏症の既往歴のある者  

造影剤過敏症の既往歴のある者  

低補体性血管炎の既往歴のある者または治療中の者  

ジューリング疱疹状皮膚炎の既往歴のある者または治療中の者  

 

服用除外者への対応措置の必要性については、全員に説明を行い、個別に対応する。  

屋内退避や避難が自発的にできない要配慮者で、服用の対象となる者に対しては、あらか

じめ対応措置などを準備する。  

安定ヨウ素剤の服用により副作用が発生するおそれがあるため、服用に当たっては、十分

に副作用に留意する。 

 

⑥ 服用回数 

服用は、原則１回とする。  

連続服用をしなくてもよいように、避難等の防護措置を講ずることを前提とする。ただし、

放射性ヨウ素による内部被ばくの可能性が 24 時間以上継続し、再度の服用がやむを得ない場

合は、24時間の間隔を空けて服用することとする。連続服用は、原則、国または県からの指示

があった場合のみ服用する。 

なお、妊婦、新生児は、原則として複数回の服用を避ける。 

 

⑦ 服用量・方法 

１）新生児 

ヨウ化カリウム内服ゼリー（16.3mg）１包を服用する。 

２）生後１か月以上３歳未満の者 

ヨウ化カリウム内服ゼリー（32.5mg）１包を服用する。 

３）３歳以上 13歳未満の者 

ヨウ化カリウム丸（50㎎）１丸を服用する。 

４）13歳以上の者 

ヨウ化カリウム丸（100㎎）２丸を服用する。 

５）その他 

・安定ヨウ素剤の実際の服用に当たっては、就学年齢を考慮すると、７歳以上 13歳未満の対

象者はおおむね小学生に、13歳以上の対象者は中学生以上に該当することから、緊急時に

おける迅速な対応のために、小学１年生～６年生までの児童に対して一律、丸薬１丸、中

学１年生以上に対して一律、丸薬２丸を採用することが実際的な服用方法である。 
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・３歳以上であっても丸薬を服用できない者がいる場合は、ゼリーを服用させる。その場合

３歳以上 13歳未満の者では、ゼリー16.3 ㎎および 32.5㎎をそれぞれ１包で代用すること

が可能である。 

・実際の服用に当たっては、安定ヨウ素剤の服用量の厳密さの遵守よりも、迅速な予防服用

が優先される。  

 

⑧ 重複投与の防止策 

未服用者と服用済者を分別できるようにする。 

 

⑨ 服用後の注意事項 

１）新生児 

安定ヨウ素剤を服用した新生児、安定ヨウ素剤を服用した妊娠後期の妊婦より生まれた新

生児については、甲状腺機能をモニターする必要がある。 

※甲状腺機能低下症を発症することがあり、その早期発見・治療のため。 

２）授乳婦・授乳児 

授乳婦が安定ヨウ素剤を服用した場合、授乳児への授乳を中止する。 

※摂取したヨウ素の４分の１程度が母乳に移行し、授乳により母子ともに安定ヨウ素の適

正な摂取量が確保できなくなるため。 

３）その他 

安定ヨウ素剤服用により、副作用と思われる症状などが発症した場合は、医師に相談する。 

※単回服用での重大な副作用の発生は極めてまれであるが、火照り感、皮疹、頭痛、関節

痛、胸やけ、吐き気、下痢などの症状の報告事例がある。 

※なお、医師による対応が困難な場合は、オフサイトセンター等に連絡し、国から派遣さ

れた緊急被ばく医療派遣チームの指示を受ける。 

 

第３ 食品衛生法の規定に基づく食品中の放射性セシウム基準値  

 

食品群 基準値（単位：Bq/kg） 

飲料水 10 

牛乳 50 

一般食品 100 

乳児用食品 50 

※ 放射性ストロンチウム、プルトニウム等を含めて基準値を設定 
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第 12 節  大規模事故災害時の連絡系統に関する資料  

 

第１ 湖上災害 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

事故原因者 

事故発見者 

船舶運航事業者 

 

消防本部･署 

 
米原警察署 

 
県警察本部 

米 原 市 

 
 

地元関係機関 

(医師会等) 

 
他消防本部 

他市町 

警察庁 

近畿管区警察局 

 

長浜土木事務所 

 

国土交通省 
(近畿運輸局) 

安全防災・危機管理調整官 
運航労務監理官 

（琵琶湖河川事務所） 

隣接府県 

県 
防災危機管理局 

健康医療課 

流域政策局 

 
自衛隊 

第３戦車大隊 

 
関係防災機関 

 
消防庁 

応急対策室 

 
滋賀労働局 

総務課 

災害拠点病院等 



 

 

94 

第２ 航空災害 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

事故原因者 

事故発見者 

大阪空港事務所 

 
県警察本部 

米 原 市  
地元関係機関 
(医師会等) 

 
他消防本部 

他市町 

警察庁 

近畿管区警察局 

 
隣接府県 

 
自衛隊 

第３戦車大隊 

 
消防庁 

応急対策室 

 
滋賀労働局 

総務課 

 

消防本部･署 

 

航空運送事業者 

 
関係防災機関 

災害拠点病院等 

長浜土木事務所 

 
米原警察署 

県 
防災危機管理局 

健康医療課 
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第３ 鉄道災害 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

事故原因者 

事故発見者 

鉄道事業者 

 

消防本部･署 

 
県警察本部 

米 原 市 

 
 

地元関係機関 
(医師会等) 

他消防本部 

他市町 

警察庁 

近畿管区警察局 

 

国土交通省 
(近畿運輸局) 

安全防災・危機管理調整官 

鉄道部安全指導課 

 

 
隣接府県 

 

県 

防災危機管理局 

健康医療課 

交通戦略課 

 
自衛隊 

第３戦車大隊 

 
関係防災機関 

 
消防庁 

応急対策室 

 
滋賀労働局 

総務課 

災害拠点病院等 

 

 

長浜土木事務所 

 
米原警察署 
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第４ 道路災害 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

事故原因者 

事故発見者 

道路管理者 

 

消防本部･署 

 
県警察本部 

米 原 市 

 
 

地元関係機関 
(医師会等) 

 

他消防本部 

他市町 

警察庁 

近畿管区警察局 

 
国土交通省(近畿運輸局) 

安全防災・危機管理調整官 

隣接府県 
 

県 

防災危機管理局 

健康医療課 

道路課 

 
自衛隊 

第３戦車大隊 

関係防災機関 
 

 
消防庁 

応急対策室 

 
滋賀労働局 

総務課 

国土交通省 

(近畿地方整備局) 

 

災害拠点病院等 

 

長浜土木事務所 

 

米原警察署 
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第５ 危険物等災害 

 

① 危険物災害時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 高圧ガス災害時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

事故原因者 

(事業者) 

事故発見者 

米 原 市 

 

地元関係機関 

(医師会等) 

 
他消防本部 

他市町 

隣接府県 

 

県 

防災危機管理局 

健康医療課 

 

 
自衛隊 

第３戦車大隊 

 
消防庁 

応急対策室 

 
滋賀労働局 

総務課 

 

消防本部･署 

関係防災機関 

 

事故関係防災機関 

(道路管理者等) 
関係省庁 

 

 
県警察本部 

警察庁 

近畿管区警察局 

指定防災事業所 

 
滋賀県高圧ガス 
地域防災協議会 

 
経済産業省 

（中部近畿産業保安監督部近畿支部） 

災害拠点病院等 

長浜土木事務所 

 
米原警察署 

事故原因者 

(事業者) 

事故発見者 

 
県警察本部 

米 原 市 

 

 
地元関係機関 
(医師会等) 

 
他消防本部 

他市町 

警察庁 

近畿管区警察局 

 
隣接府県 

県 
防災危機管理局 

健康医療課 

  
自衛隊 

第３戦車大隊 

 
消防庁 

応急対策室 

 
滋賀労働局 

総務課 

 

消防本部･署 

 
関係防災機関 

事故関係防災機関 

(道路管理者等) 

 

関係省庁 
 

災害拠点病院等 

 

長浜土木事務所 

 

米原警察署 
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③ 火薬類災害時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

事故原因者 

(事業者) 

事故発見者 

 
県警察本部 

米 原 市 

 

地元関係機関 

(医師会等) 

 
他消防本部 

他市町 

警察庁 

近畿管区警察局 

 
隣接府県 

 
自衛隊 

第３戦車大隊 

 
消防庁 

応急対策室 

 
滋賀労働局 

総務課 

 

消防本部･署 

 
関係防災機関 

事故関係防災機関 

(道路管理者等) 

 

関係省庁 

 

 
経済産業省 

（中部近畿産業保安監督部近畿支部） 

災害拠点病院等 

 

長浜土木事務所 

 
米原警察署 

県 

防災危機管理局 

健康医療課 
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第６ 毒物劇物災害 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

事故原因者 

(事業者) 

事故発見者 

 
県警察本部 

米 原 市 

 

地元関係機関 

(医師会等) 

 
他消防本部 

他市町 

警察庁 

近畿管区警察局 

 

長浜土木事務所 
長浜保健所健康衛生課 

 

隣接府県 

 

県 

防災危機管理局 

健康医療課 

薬務感染症対策課 

 

 
自衛隊 

第３戦車大隊 

 
消防庁 

応急対策室 

 
滋賀労働局 

総務課 

 

消防本部･署 

関係防災機関 

 

 
事故関係防災機関 

(道路管理者等) 

 

関係省庁 

 

 
厚生労働省 

災害拠点病院等 

 
米原警察署 
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第７ 大規模な火事災害 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

事故原因者 

事故発見者 

被害施設等の関係機関 
(施設管理者、所有者等) 

 

消防本部･署 米 原 市 

 
 

地元関係機関 
(医師会等) 

 

他消防本部 

他市町 

隣接府県 

 

県 

防災危機管理局 

健康医療課 

 

 
自衛隊 

第３戦車大隊 

関係防災機関 

 

 
消防庁 

応急対策室 

 
滋賀労働局 

総務課 

 
県警察本部 警察庁 

近畿管区警察局 

災害拠点病院等 

 

長浜土木事務所 

 
米原警察署 
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第 13 節  災害ボランティアに関する資料  

 

第１ 災害ボランティアセンターの業務内容 

 

○ ボランティアニーズの把握および情報提供 

○ 災害ボランティアの派遣に関する現地ボランティアセンターとの連携 

○ ボランティアの受入れおよび受付 

○ 活動に関する事前説明（活動形態、宿泊、内容等） 

○ ボランティア活動保険の加入手続 

○ 地区内のボランティア活動情報の集約、管理 

○ 市本部との連絡調整 

○ 県および県災害ボランティアセンターとの綿密な連携 

○ その他必要な活動 

 

 

第２ 災害ボランティアの活動内容 

 

活動項目 活  動  内  容  等 

炊出し等 
○ 炊出しのための物資の調達および必要数量の把握 
○ 調理および分配 
○ 飲料水の供給作業 

物資の搬送・仕分け 

○ 市内外からの物資の搬送および搬入作業 
○ 物資の数量、品目種類等の整理、把握 
○ 必要物資、数量把握および本部連絡、避難者への配布 
○ 輸送手段、要員等の計画および確保 

避難所での救援活動 

○ 指定施設、緊急的に設営した施設等での活動 
○ 避難者の実態把握 
○ 負傷者、高齢者等の介助 
○ 避難所生活から自立するための支援活動 
○ 避難者の自立のための情報提供および援助 
○ 避難所生活のコミュニティづくりの支援、指導 
○ 問合せ等への対応 

在宅被災者への支援 

○ 在宅被災者の実態把握 
○ 負傷者、高齢者等の介助 
○ 在宅被災者への情報提供 
○ 在宅被災者への生活支援 
○ 問合せ等への対応 

救護所での活動 
○ 救護所における医療活動の補助 
○ 必要な物資の搬送 
○ 医療機関等への連絡 

情報伝達・広報 

○ 避難所内および災害発生地域での被災者に伝達すべき情報の連絡および広
報、広報紙の配布等 

○ 外国語による外国人への情報伝達および広報、広報紙の配布等 
○ 手話・筆談・メール等による聴覚障がい者への情報伝達 

情報収集（調査活動） 
○ 災害発生地域、被害実態、不足品調査その他緊急的に必要な措置、物資等の

調査 
○ 避難所内および災害発生地域での情報の収集および本部への連絡 

募金活動 ○ 義援金の受付および整理、団体内の呼び掛け 
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第 14 節  災害廃棄物に関する資料  

 

第 1 ごみ処理施設一覧 

 

施設名 管理者 所在地 処理対象 処理能力 電話番号 

クリスタルプラザ 

(ごみ焼却施設) 

湖北広域行政 

事務センター 

長浜市八幡 

中山町 200 

可燃性 

一般廃棄物 
168t/日 

0749-62-7141 

クリーンプラント 

(粗大ごみ処理施

設) 

同上 
長浜市大依

町 1337 

不燃ごみ 

不燃性粗大ごみ 

可燃性粗大ごみ 

40t/５時間 

0749-74-3377 

ウイングプラザ 

(一般廃棄物最終

処分場) 

同上 

米原市番場 

2654-1 
埋立容積 

97,000立方ﾒｰﾄﾙ 

0749-54-5577 

 

 

第２ し尿処理施設一覧 

 

施設名 管理者 所在地 処理能力 電話番号 

第 1プラント 
湖北広域行政 

事務センター 

長浜市湖北町海

老江 1049 

生し尿 122kl/日 

浄化槽汚泥 35kl/日 

0749-79-0181 

 

 

第３ し尿収集運搬委託業者一覧 

 

業者名 所在地 担当地区 電話番号 

橋下クリーン産業(株) 長浜市上坂町 233-4 米原、近江 0749-62-4095 

(株)ハウステクノ関ヶ原 米原市春照 1937-1 山東、伊吹 0749-58-8091 

 

 

第４ がれき仮置き場・応急仮設住宅建設候補地一覧 

 

がれき仮置き場・応急仮設住宅建設候補地 面積 分類・備考 

米原市米原野球場 約 1.1万 m2 スポーツ等施設 

米原市伊吹第１グラウンド 約 1.3万 m2 スポーツ等施設 

米原市伊吹第２グラウンド 約 0.8万 m2 スポーツ等施設 

米原市近江グラウンド 約 0.9万 m2 スポーツ等施設 

滋賀県立伊吹運動場 約 1.0万 m2 スポーツ等施設 

米原市山東グラウンド 約 2.6万 m2 スポーツ等施設 

(旧)米原市立山東東小学校 約 0.4万 m2 廃校 
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第１節  総則  

 

第１ 推進計画の目的 

 

この計画は、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成 14 年法律第

92 号）第５条第２項の規定に基づき、南海トラフ地震防災対策推進地域について、南海トラフ地震

に伴い発生する円滑な避難の確保および迅速な救助に関する事項、南海トラフ地震に関し地震防災

上緊急に整備すべき施設等に関する事項等を定め、当該地域における地震防災対策の推進を図るこ

とを目的とする。 

 

 

第２ 防災関係機関が地震発生時の災害応急対策として行う事務又は業務の大綱  

 

本市の地域に係る地震防災に関し、本市の区域内の公共的団体その他防災上重要な施設の管理者

（以下「防災関係機関」という。）の処理すべき事務または業務の大綱は、「地域防災計画第１章第３

節第２ 防災関係機関の処理すべき業務の大綱」を準用する。 
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第２節  関係者との連携協力の確保  

 

第１ 資機材、人員等の配備手配 

 

① 物資等の調達手配 

１）物資等の調達手配については、「地域防災計画第２章第２節第 10 食料・飲料水および生

活必需品等の調達・備蓄、供給体制の整備」を準用する。 

２）市は、県に対して市民等に対する応急救護および地震発生後の被災者救護のため必要な物

資等の供給の要請をする。 

 

② 人員の配置 

市は、人員の配備状況を県に報告するとともに、人員に不足が生じる場合は、県等に応援を

要請する。 

 

③ 災害応急対策等に必要な資機材および人員の配置 

市は、人員の配備状況を県に報告するとともに、人員に不足が生じる場合は、県等に応援を

要請する。 

 

 

第２ 他機関に対する応援要請 

 

市が災害応急対策の実施のため必要な協力を得ることに関し、締結している応援協定は、「地域

防災計画第２章第２節第３ 相互応援体制の整備」に示した。 

市は、必要に応じて、協定にしたがい、応援を要請する。 

 

 

第３ 帰宅困難者への対応 

 

市は、「むやみに移動を開始しない」という基本原則を広報等で周知するほか、民間事業者との協

力による一斉徒歩帰宅の抑制対策を進める。 

また、市中心部において帰宅困難者が発生することが予想される場合は、帰宅困難者に対する一

時滞在施設等の確保対策等の検討を進める。 

※「地域防災計画第２章第２節第 11帰宅困難者対策」参照 
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第３節  時間差発生等における円滑な避難の確保等  

 

第１ 南海トラフ地震に関連する情報が発表された場合への対応  

 

市および防災関係機関は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒・巨大地震注意）の発表条件

を満たす地震または現象が発生した後に発生する可能性が平常時に比べて相対的に高まったと評

価された南海トラフ地震（以下「後発地震」という。）に備え、以下の基本的な考え方に基づき防災

対応を行うとともに、住民等へ周知する。 

 

① 南海トラフ地震に関連する情報の発表 

気象庁は、南海トラフの想定震源域およびその周辺で速報的に解析されたＭ6.8 以上の地震

が発生、またはプレート境界面で通常とは異なるゆっくりすべり等を観測した場合、大規模地

震発生との関連性について調査を開始する南海トラフ地震臨時情報（調査中）を発表する。 

また、気象庁に設置した「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」における評価を踏ま

え、以下の情報を発表する。 

情報名 情報発表条件 

南海トラフ地震 

臨時情報 

・南海トラフ沿いで異常な現象が観測され、その現象が南海トラフ沿いの大規模な地震と関連

するかどうか調査を開始した場合、または調査を継続している場合 

・観測された異常な現象の調査結果を発表する場合 

南海トラフ地震 

関連解説情報 

・観測された異常な現象の調査結果を発表した後の状況等を発表する場合 

・「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」の定例会合における調査結果を発表する場合

（ただし、南海トラフ地震臨時情報を発表する場合を除く） 

※すでに必要な防災対応がとられている際は、調査を開始した旨や調査結果を南海トラフ地震

関連解説情報で発表する場合がある。 

 

※南海トラフ地震臨時情報に付記するキーワードと各キーワードを付記する条件 

キーワード 各キーワードを付記する条件 

調査中 

下記のいずれかにより臨時に「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」を開催する場合 

・監視領域内でマグニチュード6.8以上※1の地震※２が発生 

・１カ所以上のひずみ計※３での有意な変化とともに、他の複数の観測点でもそれに関係すると

思われる変化が観測され、想定震源域内のプレート境界（下図赤枠部）で通常と異なるゆっ

くりすべりが発生している可能性がある場合など、ひずみ計で南海トラフ地震との関連性の

検討が必要と認められる変化を観測 

・その他、想定震源域内のプレート境界の固着状態の変化を示す可能性のある現象が観測され

る等、南海トラフ地震との関連性の検討が必要と認められる現象を観測 

巨大地震警戒 
想定震源域内のプレート境界において、モーメントマグニチュード※４8.0以上の地震が発生し

たと評価した場合 

巨大地震注意 

・監視領域内において、モーメントマグニチュード7.0以上の地震※２が発生したと評価した場

合（巨大地震警戒に該当する場合は除く） 

・想定震源域内のプレート境界面において、通常と異なるゆっくりすべりが発生したと評価し

た場合 

調査終了 巨大地震警戒、巨大地震注意のいずれにも当てはまらない現象と評価した場合 
※１：モーメントマグニチュード 7.0の地震をもれなく把握するために、マグニチュードの推定誤差を見込み、地

震発生直後の速報的に求めた気象庁マグニチュードで M6.8以上の地震から調査を開始 
※２：太平洋プレートの沈み込みに伴う震源が深い地震は除く 
※３：当面、東海地域に設置されたひずみ計を使用 
※４：断層のずれの規模（ずれ動いた部分の面積×ずれた量×岩石の硬さ）をもとにして計算したマグニチュー

ド。従来の地震波の最大振幅から求めるマグニチュードに比べて、巨大地震に対してもその規模を正しく表
せる特徴を持っている。ただし、このマグニチュードを求めるには若干時間を要するため、気象庁が地震発
生直後に発表する津波警報等や地震速報には、地震波の最大振幅から求められる気象庁マグニチュードを用
いている。 
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② 防災対応 

南海トラフ地震臨時情報等が発表された場合の社会的混乱の防止対策および南海トラフ地

震が発生した場合の被害の軽減を図るため、講じるべき事前の対策を推進する。 

 

１）南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された場合 

南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界におけるＭ8.0 以上の地震の発生から１週

間（当該地震発生から 168時間経過した以降の正時までの期間、以下同じ。）、以下の警戒措

置等を行う。 

・日頃からの地震の備えの再確認（家具等の固定、避難場所・避難経路の確認、家族等と

の安否確認手段の取決め、家庭等における備蓄の確認等） 

・行政機関、企業等における情報収集・連絡体制の確認および施設・設備等の点検 

 

２）南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が発表された場合 

南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界におけるＭ7.0 以上Ｍ8.0 未満またはプレ

ート境界以外や想定震源域の海溝軸外側 50km 程度までの範囲でＭ7.0 以上の地震（ただし、

太平洋プレートの沈み込みに伴う震源が深い地震は除く。）の発生から１週間、もしくは南

海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界面で通常と異なるゆっくりすべりの変化が収

まってから、通常と異なる変化が観測されていた期間と概ね同程度の期間が経過するまでの

間、以下の措置等を行う。 

・日頃からの地震の備えの再確認（家具等の固定、避難場所・避難経路の確認、家族等と

の安否確認手段の取決め、家庭等における備蓄の確認等） 

・行政機関、企業等における情報収集・連絡体制の確認および施設・設備等の点検 

 

③ 災害応急対策をとるべき期間等 

市は、南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界におけるＭ8.0 以上の地震の発生から

１週間、後発地震に対して警戒する措置をとる。 

また、当該期間経過後１週間、後発地震に対して注意することを市民に呼びかける。 

 

 

第２ 南海トラフ地震臨時情報が発表された場合における災害応急対策 

 

① 情報の収集・伝達 

市は、防災関係機関と連携し、災害の状況およびこれに対してとられた措置に関する情報を

収集する。 

その際、本部会議において、当該災害が、自らの対応力のみでは十分な対策を講じることが

できないような災害であると判断された場合は、至急その旨を県に通報するとともに、速やか

にその規模を把握するための情報を収集するよう留意し、被害の詳細が把握できない状況にあ

っても、迅速な情報の報告に努める。 

震災時における通信連絡その他必要な事項は、「地域防災計画第３章第２節第１ 情報の収

集、連絡」に準ずる。 

なお、地震や被災状況等の情報の収集・伝達については、被災の状況により通常使用してい

る情報伝達網が寸断されることも考慮し、一つの手段に支障がでても対応できるように支援体

制をとるとともに、多ルート化を図っておく。 
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② 災害対策本部の設置等 

市長は、南海トラフ地震または当該地震と判定され得る規模の地震が発生したと判断したと

きは、基本法に基づき、直ちに災害対策本部を設置し、的確かつ円滑にこれを運営する。 

※「地域防災計画第３章第１節第５ 地震災害時の活動体制の確立」参照 

 

③ 避難対策等 

１）避難所の開設 

市は、職員を派遣し、必要な指定避難所を開設する。 

また、必要に応じて、福祉避難所を開設する。 

※「地域防災計画第３章第３節第１ 避難行動支援」参照 

 

２）避難所の運営 

市における避難後の救護の内容については、「地域防災計画第３章第４節第３ 避難生活

支援」を準用する。 

 

④ 消防機関等の活動 

消防機関等の活動については、「地域防災計画第３章第３節第２ 消火および救急救助」を準

用する。 

 

⑤ 水道、電気、ガス、通信、放送関係 

水道、電気、ガス、通信、放送関係については、「地域防災計画第３章第４節第１ ライフラ

インの応急復旧」を準用する。 

 

⑥ 交通 

交通については、「地域防災計画第３章第２節第３ 緊急輸送対策」を準用する。 

 

⑦ 市自らが管理等を行う道路、河川その他の施設に関する対策 

 

１）不特定かつ多数の者が出入りする施設 

市が管理する施設（道路、河川、庁舎、会館、社会教育施設、社会体育施設、社会福祉施

設、図書館、学校等）の管理上の措置および体制は、おおむね次のとおりとする。 

ア 各施設に共通する事項 

・南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等の入場者等への伝達 

・入場者等の安全確保のための退避等の措置 

・施設の防災点検および設備、備品等の転倒、落下防止措置 

・出火防止措置 

・水、食料等の備蓄 

・消防用設備の点検、整備 

・非常用発電装置の整備、テレビ、ラジオ、コンピュータなど情報を入手するための機器

の整備 

イ 個別事項 

施設ごとに具体的に避難に関する事項を別途定める。 
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２）災害応急対策の実施上重要な建物に対する措置 

災害対策本部が設置される庁舎等の管理者は、１）のアに掲げる措置をとるほか、次に掲

げる措置をとる。 

・自家発電装置、可搬式発電機等による非常用電源の確保 

・無線通信機等通信手段の確保 

・災害対策本部等開設に必要な資機材および緊急車両等の確保 

 

⑧ 市のとるべき措置 

市は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等が発表された場合において、市民等に対

し、日頃からの地震への備えを再確認する等防災対応をとる旨を呼びかける。 

また、施設・設備等の点検等日頃からの地震への備えを再確認する。 
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第４節  地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備  

 

第１ 建築物、構造物等の耐震化 

 

建築物、構造物等の耐震化については、「地域防災計画第２章第１節第３ 都市の防災機能の強

化」を準用する。 

 

 

第２ 緊急避難場所、避難所の整備 

 

緊急避難場所、避難所の整備については、「地域防災計画第２章第２節第７ 避難行動体制の整

備」および「地域防災計画第２章第２節第８ 避難生活体制の整備」を準用する。 

 

 

第３ 避難路の整備 

 

避難路の整備については、「地域防災計画第２章第２節第７ 避難行動体制の整備」を準用する。 

 

 

第４ 救助活動のための拠点施設その他の消防用施設 

 

拠点施設の整備については、「地域防災計画第２章第１節第１ 防災拠点の整備」を準用する。 

 

 

第５ 緊急輸送を確保するために必要な道路の整備 

 

緊急輸送を確保するために必要な道路の整備については、「地域防災計画第２章第１節第２ 防

災空間の整備」および「地域防災計画第２章第１節第３ 都市の防災機能の強化」を準用する。 

 

 

第１ 南海トラフ地震に関連する情報が発表された場合への対応  

 

通信施設の整備については、「地域防災計画第２章第２節第２ 情報の収集・伝達体制の整備」を

準用する。 
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第５節  防災訓練計画  

 

市および防災関係機関は、地震防災対策推進計画の熟知、関係機関および市民等の自主防災体制

との協調体制の強化を目的として、推進地域に係る南海トラフ地震を想定した防災訓練を実施する。 

・防災訓練は、少なくとも年１回以上実施するよう努める。 

・防災訓練は、南海トラフ地震臨時情報（調査中）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）、

南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等が発表された場合の情報伝達に係る防災訓練も

実施する。 

・自主防災組織等の参加を得て訓練を行う場合には、県に対し、必要に応じて、助言と指導を

求める。 

・県、防災関係機関、自主防災組織等と連携して、職員参集訓練および本部運営訓練、要配慮

者、滞留旅客等に対する避難誘導訓練、南海トラフ地震臨時情報（調査中）、南海トラフ地震

臨時情報（巨大地震警戒）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等の情報収集、伝達訓

練、災害の発生の状況、避難指示、自主避難による各避難場所等への避難者の人数等につい

て、迅速かつ的確に県および防災関係機関に伝達する訓練等より具体的かつ実践的な訓練を

行う。 
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第６節  地震防災上必要な教育および広報に関する計画  

 

第１ 市職員に対する教育 

 

地震災害応急対策業務に従事する職員を中心に、地震が発生した場合における地震災害応急対策

の円滑な実施を図るため、次のような必要な防災教育を行う。 

・南海トラフ地震臨時情報（調査中）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）、南海トラフ

地震臨時情報（巨大地震注意）の内容およびこれに基づきとられる措置の内容 

・南海トラフ地震に伴い発生すると予想される地震動および津波に関する知識 

・地震および津波に関する一般的な知識 

・南海トラフ地震臨時情報（調査中）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）、南海トラフ

地震臨時情報（巨大地震注意）等が出された場合および南海トラフ地震が発生した場合に具

体的にとるべき行動に関する知識 

・南海トラフ地震臨時情報（調査中）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）、南海トラフ

地震臨時情報（巨大地震注意）等が出された場合および南海トラフ地震が発生した場合に職

員等が果たすべき役割 

・南海トラフ地震防災対策として現在講じられている対策に関する知識 

・南海トラフ地震対策として今後取り組む必要のある課題 

 

 

第２ 市民等に対する教育 

 

市は、関係機関と協力して、ハザードマップの作成・見直し・周知、ワークショップの開催、防

災訓練等の機会を通じて、避難に関する意識の啓発など、市民等に対する教育を実施する。 

防災教育の内容は、以下に示すとおりとし、地域の実態に応じて地域単位、職場単位等で行う。 

なお、教育方法として、印刷物、ビデオ等の映像、各種集会の実施など地域の実情に合わせた、

より具体的な手法により、自助努力を促し地域防災力の向上を図ることにも留意しながら、実践的

な教育を行う。 

・南海トラフ地震臨時情報（調査中）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）、南海トラフ

地震臨時情報（巨大地震注意）の内容およびこれに基づきとられる措置の内容 

・南海トラフ地震に伴い発生すると予想される地震動および津波に関する知識 

・地震および津波に関する一般的な知識 

・南海トラフ地震臨時情報（調査中）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）、南海トラフ

地震臨時情報（巨大地震注意）等が出された場合および南海トラフ地震が発生した場合にお

ける出火防止対策、近隣の人々と協力して行う救助活動・避難行動、初期消火および自動車

運転の自粛等防災上とるべき行動に関する知識 

・正確な情報入手の方法 

・防災関係機関が講ずる災害応急対策等の内容 

・各地域における避難場所および避難経路に関する知識 

・避難生活に関する知識 
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・市民等自らが実施し得る、最低でも３日間、可能な限り１週間分程度の生活必需品の備蓄、

家具の固定、出火防止等の平素からの対策および災害発生時における応急措置の内容や実施

方法 

・住宅の耐震診断と必要な耐震改修の内容 

 

 

第３ 相談窓口の設置 

 

市は、県と連携して、地震対策の実施上の相談を受けるため必要な窓口を設置するとともに、そ

の旨周知徹底を図る。 
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